
看聞日記関係史料・論文（稿）

例言　①関係史料については、伏見宮家旧蔵史料を中心に未翻刻のものが多く存在する。それらも

　　　　当然、列挙すべきであるが、楽書関係など同史料の整理が完全には終了していないことも

　　　　あり、下記のものに留めた。

　　　②論文については、看聞日記を主な史料として用いているもの、あるいは内容が看聞日記の

　　　　理解に資するものを一応の基準とし、論文は初出の年代順に掲げた。また一応の分類を行

　　　　なったが、内容が多岐にわたる論考でも複数の項に挙げることはしなかった。

　　　③史料・論文共に遺漏、精粗のあることを恐れるが、ご寛恕いただきたい。

関係史料・解題

塙保己一編「椿葉記」　（『群書類従』2、経済雑誌社、1893）

田中敏治ほか校訂『看聞御記』　（続群書類従完成会、1930）

宮内省図書寮編『看聞日記』　（コロタイプ複製44巻、釈文44冊、解題・凡例1冊、宮内省、1931、

　　　1932）

和田英松『皇室御撰之研究』　（明治書院、1933、国書逸文研究会復刻、1986）

帝国学士院編・『震翰栄華』図版篇一・解説篇一（1944、思文閣出版復刻、1988）

宮内府図書寮編『図書寮典籍解題』文学篇（国立書院、1948）

宮内庁書陵部編『図書寮典籍解題』続文学篇・歴史篇・続歴史篇（養徳社、1950、1951）

村田正志「看聞日記」　（『群書解題』8雑部、続群書類従完成会、1961）

宮内庁書陵部編「伏見宮旧蔵図書仮目録」　（『書陵部紀要』15、1963）

飯倉晴武「後鑑と看聞御記」　（『新訂増補国史大系月報』10、1964）

石塚一雄「後崇光院震筆物語説話断巻について」　（『書陵部紀要』17、1965）

飯倉晴武「資料紹介・後崇光院御文類」　（『書陵部紀要』19、1967）

石塚一雄「後崇光院筆宝蔵絵詞」　（『書陵部紀要』21、1969）

相馬万里子「文机談成立孜一伏見宮本を中心として一」　（『書陵部紀要』22、1970）

平林盛得「資料紹介・慈覚大師御縁起」　（同上）

宮内庁書陵部編『図書寮叢刊　伏見宮家・九条家旧蔵諸寺縁起集』　（明治書院、1970）

宮内庁書陵部編『図書寮叢刊　看聞日記紙背文書・別記』　（養徳社、1972）

和歌史研究会編『私家集大成』5　中世皿（明治書院、1974）

伊井春樹「宮内庁書陵部「源氏物語注釈」所収の『源氏或物抄』　（源氏釈）」

　　　（紫式部学会編『源氏物語と和歌　研究と資料一古代文学論叢第四輯一』武蔵野書院、1974）

小池一行「資料紹介・後崇光院続歌百首一図書寮叢刊『後崇光院歌合詠草類』補遺一」

　　　（『書陵部紀要』30、1978）

石塚一雄「むかし女房の一口ものかたり」　（『書陵部紀要』30、1978）

宮内庁書陵部編『図書寮叢刊　後崇光院歌合詠草類』　（明治書院、1978）

宮内庁書陵部編『皇室制度史料　太上天皇』1～3（吉川弘文館、1978～80）

八鳥正治「後崇光院詠草を巡って」　（『書陵部紀要』31、1979）

八鳥正治「資料紹介・賀茂社法楽勧進歌一図書寮叢刊『後崇光院歌合詠草類』補遺一」

　　　（『書陵部紀要』33、1981）

新編国歌大観編集委員会編『新編国歌大観』1、勅撰集編（角川書店、1983）
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相馬万里子「『代々琵琶秘曲御伝受事』とその前後」　（『書陵部紀要』36、1984）

宮内庁書陵部編『椿葉記』　（再稿本と三稿本のコロタイプ複製、釈文・解題、吉川弘文館、1985）

宮内庁書陵部編『皇室制度史料　皇族』4（吉川弘文館、1986）

宮内庁書陵部編『看聞日記巻五紙背文書』　（コロタイプ複製、釈文・解題、吉川弘文館、1987）

新編国歌大観編集委員会編『新編国歌大観』5、歌合編、歌学書・物語・日記等収録歌編

　　　（角川書店、1987）

新編国歌大観編集委員会編『新編国歌大観』2、私家集編n（角川書店、1988）

黒川春村編『歴代残闘日記』3（臨川書店、1989）

宮内庁書陵部編『図書寮叢刊　伏見宮旧蔵楽書集成』1・2（明治書院、1989～）

新編国歌大観編集委員会編『新編国歌大観8』私家集編IV（角川書店、1990）

相馬万里子「資料紹介・淵酔記断簡」　（『書陵部紀要』41、1991）

震翰栄華別篇編修会編『震翰栄華　別篇　北朝』図版篇・解説篇（思文閣出版、1992）

小森正明「資料紹介・本院御落飾記」　（『書陵部紀要』45、1993）

崇光院御文類（宮内庁書陵部）

後小松院御消息類（宮内庁書陵部）

称光院御文類（宮内庁書陵部）

後花園院御文類（宮内庁書陵部）

伏見宮記録文書（宮内庁書陵部、影写本・京都大学文学部）

勧修寺家文書（京都大学文学部）

三時智恩寺文書（影写本・京都大学文学部）

後小松院日記（応永21年11月、大日本史料）

花園天皇日記（史料纂集『花園天皇震記』全4冊のうち既刊3冊、カラーコロタイプ複製、思文閣出版）

庭田経有記（応永5年5月、大日本史料）

兼宣公記（史料纂集、全3冊のうち既刊1冊）

康富記（増補史料大成）

建内記（大日本古記録）

満済准后日記（続群書類従補遺1）

続史愚抄（新訂増補国史大系）

後鑑（新訂増補国史大系）

京都市編『史料　京都の歴史』16、伏見区（平凡社、1991）

ll看聞日記を主な素材とした研究

○伏見宮家・天皇家に関するもの

荻野三七彦「椿葉記の研究」　（『歴史と地理』31－4、1933、後に『日本古文書学と中世文化史』吉川

　　　弘文館、1995）

奥野高広『皇室御経済史の研究』　（畝傍史料叢書、1942、復刻国書刊行会、1982）

村田正志「後小松天皇の御遺詔」　（『国史学』47・48合併号、1944）

村田正志「伏見宮栄仁親王の二皇子に関する史実」　（『信人』22－5、1953）

　　　（以上二論文、後に著作集第2巻『続南北朝史論』思文閣出版、1983）
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村田正志『讃註　椿葉記』　（宝文館、1954、後に著作集第4巻『誰註　椿葉記』思文閣出版、1984）

下房俊一「伏見宮貞成」　（『国語国文』411、1968）

横井清『看聞御記　王者と衆庶のはざまにて』　（日記・記録による日本歴史叢書16、そしえて、1979）

横井清「伏見殿のたたかい一『看聞目記』に浮かぶ室町期の皇位継承問題一」　（別冊文芸『天皇制

　　　一歴史・王権・大嘗祭一』河出書房新社、1990）

松薗斉「中世天皇の「家」について」　（『愛知学院大学文学部紀要』21、1991）

松薗斉「室町時代の天皇家にっいて一「日記の家」の視点から一」　（『年報中世史研究』18、1993）

木原弘美「絵巻の往き来に見る室町時代の公家社会」　（『仏教大学大学院紀要』23、1995）

○村落・惣に関するもの

清水三男『日本中世の村落』　（日本評論社、1942、後に岩波文庫、1996）

豊田武「土一揆の基礎構造」　（社会経済史学会編『農民開放の史的考察』1948、後に豊田武著作集7

　　　『中世の政治と社会』吉川弘文館、1983）

飯倉晴武「十五世紀前期山城国伏見庄の地侍の性格（報告要旨）」　（『史学雑誌』73－12、1964）

黒川正広「伏見荘の地侍たち」　（『広島舟入高等学校研究紀要』6、1964）

黒川正広「伏見荘の地侍とその生活」　（『歴史教育』31－7、1965）

　　　（以上二論文、後に「山城国伏見荘の地侍たち」に改稿して『中世惣村の諸問題』国書刊行会、

　　　1982）

峰岸純夫「村落と土豪」　（『講座日本史』3　封建社会の展開、東京大学出版会、1970）

森田恭二「『看聞御記』にみる民衆の生活」　（『京都市歴史資料館紀要』10、1992）

藤木久志「村の城・村の合戦」　（朝日百科日本の歴史別冊『歴史を読みなおす』15、城と合戦、1993）

○絵画・絵巻物に関するもの

荻野三七彦「花園天皇と御絵画」　（『歴史と地理』26－3、4、1930）

荻野三七彦「曼殊院の『東北院歌合絵巻』」　（『美術研究』27、1934、後に『日本古文書学と中世文

　　　化史』前掲）

芳賀幸四郎『東山文化の研究』　（河出書房、1945、後に芳賀幸四郎歴史論集第1巻・第2巻『東山文

　　　化の研究』上・下、思文閣出版、1981）

大串純夫「粉河寺縁起（解説）」　（『美術研究』171、1953）

梅津次郎「解説」　（『男会三郎絵巻・長谷雄双紙・絵師草紙・十二類合戦絵巻・福富草紙・道成寺縁

　　　起絵巻』日本絵巻物全集18、角川書店、1968）

岡見正雄「御伽草紙絵について」　（同上書）

小松茂美『彦火々出見尊絵巻の研究』　（東京美術、1974）

桜井徳太郎ほか校注『寺社縁起』日本思想大系20（岩波書店、1975）

源豊宗「粟田口絵師と大谷本願寺」　（『善信聖人絵・慕帰絵』新修日本絵巻物全集20、角川書店、

　　　1978、後に著作集5『日本美術史論究』5室町時代、思文閣出版、1979）

荻野三七彦「西園寺の妙音天像一「西園寺家と琵琶」の一節一」　（『古文書研究』17・18、1981、

　　　後に『日本古文書学と中世文化史』前掲）

相澤正彦「粟田口隆光をめぐる一、二の問題について」　（『早稲田大学大学院文学研究科紀要』

　　　別冊8、1981）

小松茂美『日本絵巻聚稿』　（中央公論社、1989）
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斎藤昌利「『看聞御記』にみる絵巻制作にっいて」　（山根有三先生古稀記念会編『日本絵画史』吉川

　　　弘文館、1989）

バーバラ・ルーシュ「中世文学と絵画」　（『岩波講座日本文学史』6十五・十六世紀の文学、1996）

○文芸に関するもの

井上宗雄『中世歌壇史の研究　室町前期』　（風間書房、1961、改訂新版、1984）

金子金治郎「新撰菟玖波集関係年表」　（『新撰菟玖波集の研究』風間書房、1969）

伊藤敬「『菊葉和歌集』考」　（『国語国文研究』44、丁969）

伊藤敬「菊葉和歌集考補遺」　（『国文学雑誌』11、1972）

　　　（以上二論文、後に「『菊葉和歌集』考」に改稿して『新北朝の人と文学』三弥井書店、1979）

伊井春樹「源氏釈の形態」　（紫式部学会編『源氏物語と和歌　研究と資料』前掲）

岩佐美代子「二十二代集巻頭・巻軸歌作者とその玉葉集における特色」　（『和歌文学研究』44、1981、

　　　後に『京極派和歌の研究』笠間書院、1987）

位藤邦生『伏見宮貞成の文学』　（清文堂、1991）　※

※　位藤氏の著書は、1970～90年にかけての論考20篇と新稿1篇とを合わせた専著であるが、繁を避

　けて初出を表示しなかった。直接、著書に当たられたい。

○芸能に関するもの

能勢朝次『能楽源流考』　（岩波書店、1938）

林屋辰三郎『中世文化の基調』　（東京大学出版会、1955）

木内一夫「看聞日記に見えたる松拍一その様態と当代猿楽一」　（『国学院雑誌』72－5、1971）

盛田嘉徳『中世賎民と芸能の研究』　（雄山閣、1974）

岩橋1」・彌太『芸能史叢説』　（吉川弘文館、1975）

木内一夫「看聞日記に見えたる地蔵詣・念仏踊と風流」　（『国学院雑誌』76－5、1975）

横井清「民衆文化の形成」　（『岩波講座日本歴史』7　中世3、1976）

阿部猛「中世後期における都市貴族の生活と思想一看聞御記の世界一」　（『古代・中世の社会と民俗

　　　文化』弘文堂、1976、後に『中世日本社会史の研究』大原新生社、1980）

荻野三七彦「中世楽書の奥書にっいて（報告要旨）」　（『古文書研究』16、1980）

市野千鶴子「伏見御所周辺の生活文化一看聞日記に見る一」　（『書陵部紀要』33、1981）

徳江元正『室町藝能史論孜』　（三弥井書店、1984）

小高恭『中世芸能史年表』　（名著出版、1987）

鶴丸由美「『平家』享受の一側面」　（『国学院雑誌』96－6、1995）

○喫茶に関するもの

村井康彦「中世闘茶の方法一茶勝負記録にっいて」　（『日本史研究』33、1957）

村井康彦「北山と東山の文化」　（京都市編『京都の歴史』3　近世の胎動、学芸書林、1968）

筒井紘一「闘茶の研究」　（『茶湯』1969－1）

熊倉功夫「看聞日記の茶」　（『日記・記録による日本歴史叢書月報』2、そしえて、1979）

熊倉功夫ほか『史料による茶の湯の歴史』上（主婦の友社、1995）

永田尚樹「古記録に見る室町時代の茶礼について」　（『芸能史研究』134、1996）
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○建築史・都市史

村山修一『日本都市生活の源流』　（関書院、1953）

川上貢「十五世紀初の仙洞御所と伏見宮御所」　（『日本建築学会論文集』30、1955）

川上貢「伏見殿の考察」　（『日本建築学会論文集』56、1957）

　　　（以上二論文、後に『日本中世住宅の研究』墨水書房、1957）

高橋康夫「後小松院仙洞御所跡敷地における都市再開発の実態一室町時代京都の都市再開発に関する

　　　考察一」　（『日本建築学会論文報告集』263、1g78、後に『京都中世都市史研究』国書刊行会、

　　　1983）

鈴木賢次「仮皇居になった伏見宮貞成親王御所の寝殿（仮皇居時代の南殿）の上段と平面」

　　　（『日本建築学会計画系論文集』474、1995）

○宗教・信仰

荒川玲子「景愛寺の沿革」　（『書陵部紀要』28、1976）

瀬田勝哉「伊勢の神をめぐる病と信仰一室町初中期の京都を舞台に一」

　　　12－2・3、1980、後に『洛中洛外の群像』平凡社、1994）

大喜直彦「仏像の焼失」　（『歴史学研究』675、1995）

（『武蔵大学人文学会雑誌』

○史料用語

笠松宏至「中央の儀i」　（『月刊百科』202、1978、後に『法と言葉の中世史』平凡社、1984）

佐藤進一「『時宜』論のための予備的検証」　（『年報中世史研究』11、1986、後に「時宜（一）」と

　　　改題し網野善彦ほか編『ことばの文化史』中世1、平凡社、1988）

○その他

伏見町役場編『京都府伏見町誌』　（1929、臨川書店復刻、1984）

加藤次郎『伏見桃山の文化史』　（私家版、1953）

服部敏良『室町安土桃山時代医学史の研究』　（吉川弘文館、1971）

　　　第2章「日記文学にみゆる医療の概況」、第6章「著名医家の略伝」

小泉恵子「中世前期に於ける下級官人の動向にっいて」　（石井進編『中世の人と政治』吉川弘文館、

　　　1988）

桜井英治「折紙銭と十五世紀の贈与経済」　（勝俣鎮夫編『中世人の生活世界』山川出版社、1996）

宇佐美隆之「木守と問一流通・交通業の起源を探る一」　（同上書）

金子拓「進物折紙考」　（『古文書研究』43、1996）
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貞成著作・写本現存一覧（宮内庁書陵部所蔵分、稿）

例言　①貞成著作・写と判明している典籍・記録・文書・歌集・楽書・詞書などのうち、現在、宮

　　　　内庁書陵部に所蔵されるものを掲げた。今後の判明分と、書陵部以外の機関・個人に所蔵

　　　　されるものにっいては、将来の増訂を期した。

　　　②作成にあたっては、飯倉晴武「資料紹介・後崇光院御文類」　（『書陵部紀要』19）に掲載

　　　　のものを基に、『書陵部紀要』の彙報、『和漢図書分類目録』増加一、などを参照し、翻

　　　　刻されているものは刊本名を記した。　　・

　　　③史料名は、上記の分類目録などに記載の名称に統一した。

　　　④看聞日記紙背文書は煩雑になるので全て省略した。また後崇光院御文類などのように一括

　　　　して翻刻されている史料にっいては、文書一点ごとの注記を省略した。

　　　⑤翻刻の刊本については、適宜、関係史料・論文を参照されたい。

　　　⑥翻刻欄のゴシックは複製または写真版を示す。筆写本については、原則として、貞成筆が

　　　　底本のものを示した。但し、明治初期に筆写された「伏見宮記録文書」が底本の場合は、

　　　　＊を付した。

翻刻の略称　縁起（図書寮叢刊　伏見宮家・九条家旧蔵諸寺縁起集）

　　　　　　楽書（図書寮叢刊　伏見宮旧蔵楽書集成）

　　　　　　別記（図書寮叢刊　看聞日記紙背文書・別記）

　　　　　　歌合（図書寮叢刊　後崇光院歌合詠草類）

　　　　　　紀要（書陵部紀要）　　　　　　　史料（大日本史料）

　　　　　　私家（私家集大成5　中世皿）　　国歌（新編国歌大観）

　　　　　　群、続群（群書類従正・続）　　　思想（日本思想大系　寺社縁起）

　　　　　　大成（増補史料大成）　　　　　　残閾（歴代残闘日記）

　　　　　　岩波（新日本古典文学大系　中世和歌集室町篇）

　　　　　　讃註（讃註椿葉記）　　　　　　　絵巻（新修日本絵巻物全集）

　　　　　　源氏（源氏物語と和歌　研究と資料　所収の伊井氏の翻刻）

　O著作

後崇光院御文類　応永27一文安528通　（※1）

看聞日記別記　（※2）

沙玉和歌集（第1類）　応永10－25

沙玉和歌集（第n類）（残欠）　（※3）

沙玉和歌集（第H類）中巻（残欠）

沙玉和歌集　部類本（第皿類）

禁裏当座十首和歌　永享8・閏5

禁裏御百首草（残欠）　永享6・飛鳥井雅世点

御崇光院御詠　59首　（※4）

貞成親王御詠草類　断簡5種

貞成親王御詠草歌　永享11・禁中内々御歌72首

　　　　　架函番号

自筆　8巻　伏一765

自筆　11巻　伏一741

自筆　1巻　伏一　8

　　江戸写

　江戸中写

　　　自筆

　　　自筆

　　　自筆

　江戸初写

第5種は自筆

　江戸初写

3冊

1冊

1冊

1巻

1巻

1冊

1巻

1冊

501－644

伏寸64

伏一165　私家

伏一561

伏一22　歌合

伏一181

伏一564　歌合

伏一59　歌合

　　翻　刻

紀要19

別記

私家、国歌8

群14

私家、国歌8
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貞成親王御詠草（残欠）　永享11頃　　　　　　　　　　　　自筆

諸社法楽和歌（断簡）　永享9一文安3　　　　　　　　　　自筆

仙洞歌合詠草　宝徳2・飛鳥井雅世点　　　　　　　　　　　自筆

後崇光院五十番御自歌合（残欠）　栄仁親王判・点　　　　　自筆

後崇光院百番御自歌合（首欠）応永7・9・16四辻善成判　　　自筆

後崇光院百番自歌合（有欠）　飛鳥井雅縁（宋雅）判・点　　　自筆

後崇光院六十番御自歌合（残欠）　栄仁親王判　　　　　　　自筆

後崇光院続歌百首　応永10一永享6　　　　　　　　　　自筆

賀茂社法楽勧進歌　　　　　　　　　　　　　　　　　一江戸初写

椿葉記　草稿本（裏）仮名消息類　　　　　　　　　　　　自筆

椿葉記　草稿本二種（有欠）　（再稿・三稿）　　　　　　　自筆

嘉楽門院御着帯御記　永享6・7・24

看聞日記

諸家拝賀参事記　文安4一宝徳4（宝徳3除く）　（※5）

後小松天皇北山亭行幸記　応永15・3・8

看聞御記抄出　御香宮事　応永23－26、永享3－7

看聞日記抜書‘応永23・正一同24・11貞敦親王写

看聞御記　応永10・5・3、同23・正一24・11

後崇光院御遊御会記　応永18・3・8後崇光院記抄出

後光厳院三十三回聖忌記　応永13・正一2　（※6）

貞成親王・一条兼良往返状　親王除服役送之事　（※7）

御経書様不審事

両流泉御伝受記　応永27・8・28

蘇合香万秋楽御伝授記　永享10・11・24、嘉吉2・2・12

院拍子合清暑堂神宴記　貞成記力

孝道朝臣自筆琵琶譜御買得記　永享9・10・7

後崇光院御伝授状　嘉吉3一宝徳2　9通

菩薩譜

自筆

自筆

　　自筆

室町後写

江戸末写

　江戸写

原本

自筆

自筆

自筆

自筆

自筆

1巻　伏一563

1冊　伏一200

1巻　伏一570

1巻　伏一13

1巻　伏一　9

1巻　伏一11

1巻　伏一361

1巻509－93

1冊　154－2

1巻　伏一　4

1巻　伏一　5

1巻　伏一491

44巻　特一107

　特一107の内

　特一107の内

2冊　伏一296

1巻　伏一510

3冊　伏一196

　　　柳一1089

歌合

歌合

歌合

歌合

歌合

歌合

歌合

紀要30

紀要33

讃註

謹註、複製

群3（三稿本に近い）

続群補遺、複製

続群補遺、複製

続群補遺、複製

　　　　　　　史料7－14

　　　　　　　＊史料7－7

　　　　　　　残閾3

1巻　伏一712

1巻　伏一736

1巻　伏一955　楽書1

1巻　伏一943　楽書1

1巻　伏一995　楽書1

1巻伏一1004楽書1

1巻伏一1020楽書1
1巻　（※8）

　○共著

詠百首和歌　後花園天皇・二条持基等

後崇光院千首和歌（残欠）　正長2庭田重有等

宝徳歌合　宝徳2・11後花園天皇等

　　　　　　一条兼良・飛鳥井雅世共判

名所百番歌合（首欠）応永13・9今出川公行

名所百番歌合（有欠）　応永13・9今出川公行

伏見宮家歌合（首欠）　応永9以前　四辻善成判

　　　　　　　架函番号

江戸中写　1冊　伏一45

　　自筆　2巻　伏一14

江戸初写　1冊　伏一67

自筆　1巻　伏一12

翻　刻

歌合

歌合、岩波

群13（仙洞歌合）

歌合

伏一12と同内容

　　　　　　自筆　1巻　伏一15　歌合

　　　　　　　　　1巻伏一10　歌合
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　O筆写本

慈覚大師縁起（有欠）　（裏）女房奉書

粉河寺縁起（首欠）　（裏）説話断簡、宝徳3具注暦

粉河寺続縁起

十二類絵詞（残欠）　（※9）

福富草紙（残欠）

長谷寺霊験記　上巻第2　“

長谷寺縁起絵詞書（尾欠）

融通念仏縁起絵詞　上巻7－9段

架函番号　　　翻　刻

　　　　1巻　伏一478

宝徳4写　1巻　伏一479

　　　　　伏づ79に付

　　　　　伏一479紙背

　　　　　伏一479紙背

　　　　1巻　伏一366

　　　　1巻　伏一367

　　　　　　　　　　　　　　　（裏）説話断簡、具注暦等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文安2写　1巻　伏一387

三獣会合絵詞（残欠）　　　　　　　　　　　　　　伏一367、伏一387各紙背に分

熊野詣日記　応永34・9－10釈実意記（裏）和歌等　文安3・3・6写　1巻　伏一481

宝蔵絵詞　下巻　（裏）文安2具注暦

駿牛絵詞（有欠）上下巻　（裏）説話断簡、消息

新後拾遺和歌集（残欠）巻1－10

新拾遺和歌集（残欠）巻1－8

新続古今和歌集（断簡）巻1、3－15

菊葉和歌集（尾欠）巻1－3

　　　　　　　　巻7－13

新葉和歌集（残欠）巻1－15

内裏三席御会詩懐紙写　応永17・8・19　称光天皇等

和歌撰集（残欠）　宝徳元年頃

後崇光院千首（有欠）

和歌撰集断簡　秋三首

千五百番歌合（残欠）恋一、1026－1200番

内裏歌合　応永14・11・27　後小松天皇等

　　　　　一名、内裏九十番御歌合　判者不明

伏見殿五十番歌合　応永13・閏6・11飛鳥井宗雅判・点

拾葉集　春（残欠）　一名、夫木和歌集

源氏物語注釈（首欠）（裏）応永22、25年具注暦

貞成親王御筆歌書類　断簡5種

　　　栄雅判歌合断簡（2紙）

　　　故宮御詠百五十首断簡（1紙）

　　　類題和歌断簡（2紙）

　　　歌書断簡（1紙）

　　　浮舟巻断簡（1紙）　　　　　　　　　‘

後嵯峨院行幸記（前欠）　寛元元・12石清水・賀茂

後嵯峨院御落飾記（首尾欠）　文永5・10・5後深草院震記

後深草院御落飾記抄　正応3・2・11後深草院震記

崇暦御記　貞治7・2崇光院震記

　　　　　　一名、崇光院室町殿御移徒記

文安3・2・15写

文安4・2・19写

応永26・6・3写

　　　　自筆

1巻　伏一482

1巻　伏一498

1冊　伏一202

1冊　伏一203

1冊　伏一212

3巻　伏一70

1冊　　同上

1冊　伏一201

1巻　伏一480

1巻　伏一　7

1巻　伏一463

1巻　伏一727

1冊　伏一215

1冊　伏一41

1巻　伏一19

1巻　伏一462

1巻　伏一505

1巻　伏一551

紀要22

縁起、思想

縁起

紀要17、絵巻18

紀要17、絵巻18

紀要17

縁起

紀要21

（国歌1）　（※10）

；国歌6、＊続群14上

＊史料7－13

歌合

歌合

歌合

歌合、国歌5、

歌合

源氏

歌合（第1・2種のみ）

1巻　伏一487

1巻　伏一486　＊大成1

1巻　伏一483　＊大成1

永享7写　1巻　伏一490　＊史料6－39
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伏見院御落飾辰記（指図欠） 正和2・10・17後伏見天皇辰記

　　　　　　　　　　　応永31写

　　　　　　　　　　　　　　　　一名、大通院殿御記

　　　　　　　　　　　　貞成写力（伏一953と用字の違いのみ）

　　　　　　　一名、右大臣藤原朝臣琵琶伝業潅頂事

光厳院御記　正慶元・5・2、6・13－14

順徳院御記　建保6・8・7　楊真操伝受事

愚聞記（下欠）（裏）応永13、23、24各年仮名暦、書状　釈顕達

伏見院御落飾痘記　正和2・10・17後伏見天皇震記

後白河院庁起請文案　建久3・正

躬仁親王御元服次第　応永18・11・28

淵酔記断簡

伏見殿御夢想記　貞成筆力

名香裏様事　文保元・10後伏見院震記抄出　　　応永32・4・26写

栄仁親王記　応永18・4・4　貞成写力

栄仁親王記　応永18・4・4

風香調援合　大常博士楊眞操

琵琶合記　承久2・3・1　（裏）書状　後鳥羽天皇判

催馬楽譜（有欠）

将音律　宝徳2

神楽血詠

和琴血詠

琵琶伝業事　貞治5・12・18　一名、崇光院震記

石上流泉上原石上流泉　将律調

文安4写

応永19・8写

応永29・6・3写

　応永29・6写

1巻

1巻

1巻

1巻

2紙

1巻

1巻

1巻

1巻

伏一488

伏一489

伏一495

伏一634

伏一1113

伏一500

伏一953

伏一954

1巻　伏一997

1巻　伏一942

1巻　伏一934

1巻　伏一975

1巻　伏一1032

1巻　伏一1044

1巻伏一1091

1巻　伏一1009

1巻伏一1018

1巻伏一1007

1巻　伏一963

＊史料4－3

＊史料7－14

紀要41

＊史料7－27

＊大成1

＊史料7寸4

楽書1

楽書1
（※11）

＊史料4－15

※1　『補訂版　国書総目録』や「伏見宮旧蔵図書仮目録」　（『書陵部紀要』15）92頁にみえる「役

　　送故実之事」は、28通目の「役送条々」にあたると考えられる。

※2　『補訂版　国書総目録』では、各々を項目に立てている。

※3　上巻の一部が伏一11「後崇光院百番歌合」、伏一12「名所百番歌合」と内容的に一致し、中巻の

　大部分が伏一13「後崇光院五十番御自歌合」、伏一361「後崇光院六十番自歌合」の基になった各

　百首歌で構成される。　『後崇光院歌合詠草類』、『新編国歌大観』の各解題参照。

※4　7首目以下が伏一564の断簡第1種と完全に一致する。　『後崇光院歌合詠草類』の解題参照。

※5伏一741に含まれる「貞成親王院号之後諸家拝賀記」とは異なる。　『看聞日記紙背文書・別記』

　の解題参照。

※6　位藤邦生「『後光厳院三十三回聖忌記』の作者は誰か」　（『伏見宮貞成の文学』）による。

※7　「伏見宮旧蔵図書仮目録」90頁の「親王除服役送之事勘注状　貞成親王　勘注　御筆　1枚」

　がこれにあたると考えられる。

※8　『補訂版　国書総目録』による。　「菩薩譜　琵琶　室町写　1冊　伏一1151」　（『書陵部紀要』

　　47の「彙報」）がこれにあたるかと考えられる

※9　貞成筆と見られる堂本家本の写真が「十二類合戦画巻解」　（『国華』577、1938）、『新修日本

　　絵巻物全集』18に掲載されている。

※10貞成筆を吉田兼右が写したもの（二十一代集の内。架函番号513－13）が底本。

※11『伏見宮旧蔵楽書集成』1所収「代々琵琶秘曲御伝受事」　（鎌倉末・南北朝写、伏一944）は、筆

　写時期から、あるいは貞成筆の祖本か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中野祥利）
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宮
史
料
』
古
記
録
、
一
四
五
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
鶏
』
　
（
法
政
大
学
出
版
局
、
↓
九
八
三
）
な
ど
参
照

（
四
二
）
注
三
）
の
網
野
論
文
、
参
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
三
）
服
部
幸
雄
「
牛
に
乗
る
神
と
牛
飼
舎
人
」
（
冒
本
歴
史
』
五
九
四
号
・
元
九
七
）

（
四
三
）
順
に
永
享
五
年
一
月
＝
二
日
、
同
七
年
四
月
↓
七
日
、
同
＝
一
月
一
八
日
、
同
一
二
月
　
　
　
　
　
　
参
照

　
　
　
二
一
日
、
同
八
年
一
月
二
八
日
の
各
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
四
）
　
「
新
抄
」
　
（
『
続
史
籍
集
覧
』
一
冊
）
文
永
元
年
八
月
二
七
日
条

（
四
四
）
　
『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
ー
八
六
三
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
五
）
応
永
三
二
年
二
月
二
八
日
条

（
四
五
）
　
『
洛
中
洛
外
の
群
像
』
　
（
平
凡
社
、
一
九
九
四
）
、
所
収

（
四
六
）
応
永
二
五
年
三
月
三
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

（
四
七
）
永
享
五
年
三
月
三
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

（
四
八
）
応
永
三
一
年
三
月
＝
日
条

（
四
九
）
　
「
偏
謹
授
与
お
よ
び
毛
藍
鞍
覆
・
白
傘
袋
免
許
」
　
（
『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』
吉
川

　
　
　
弘
文
館
、
一
九
八
五
、
所
収
）

（
五
〇
）
　
『
群
書
類
従
』
二
二
輯
、
所
収

（
五
一
）
同
前

（
五
二
）
　
『
続
群
書
類
従
』
二
三
輯
下
、
所
収

（
五
三
）
こ
の
絵
巻
に
つ
い
て
は
、
村
井
康
彦
・
下
村
守
『
足
利
将
軍
若
宮
八
幡
宮
参
詣
絵
巻
』

　
　
　
　
（
日
文
研
叢
書
7
、
　
一
九
九
五
）
、
参
照

　
み
　
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

（
五
四
）
　
「
長
禄
以
来
申
次
記
」
　
（
前
掲
）
参
照

（
五
五
）
注
（
一
六
）
『
皇
室
制
度
史
料
皇
族
四
』
、
二
六
四
頁
以
下
に
隆
富
・
重
賢
・
伊
成
に

　
　
　
対
す
る
人
給
が
み
え
る
。

（
五
六
）
　
『
宣
胤
卿
記
』
長
享
三
年
二
月
二
一
日
条

（
五
七
）
　
「
後
水
尾
院
年
中
行
事
」
　
（
『
改
定
史
籍
集
覧
』
二
七
冊
、
所
収
）
、
　
「
故
実
拾
要
」

　
　
　
　
（
『
新
訂
増
補
故
実
叢
書
』
、
所
収
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
三
号
、
一
九
七
七
）
、
遠
藤
基
郎
「
中
世
に
お
け
る
扶
助
的
贈
与
と
収
取
」

　
　
注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
三
六
号
、
一
九
九
二
）
、
白
川
哲
郎
「
平
安
末
～
鎌
倉
期
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘗
会
用
途
調
達
－
鎌
倉
期
王
朝
国
家
の
臨
時
公
事
用
途
調
達
に
関
す
る
一
考
察
ー
」

（
一

j
　
『
徒
然
草
』
岩
波
書
店
（
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
三
四
号
、
一
九
九
二
）
、
安
田
次
郎
「
祭
礼
を
め
ぐ
る
負
担
と

（
二
）
　
と
も
に
『
群
書
類
従
』
二
八
輯
、
所
収
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
贈
与
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
五
二
号
、
↓
九
九
三
）
、
な
ど
参
照

（
三
）
　
西
園
寺
家
と
牛
馬
牧
・
厩
の
関
係
に
つ
い
て
は
網
野
善
彦
「
西
園
寺
家
と
そ
の
所
領
」
　
　
（
二
一
）
永
享
二
年
閏
一
一
月
一
五
目
条

　
　
　
（
『
国
史
学
』
一
四
六
号
、
一
九
九
二
）
参
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）
　
『
平
安
遺
文
』
ニ
ー
五
二
八
号

（
四
）
　
土
谷
恵
「
中
世
寺
院
の
童
と
児
」
　
（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
一
編
一
二
号
、
一
九
九
二
）
　
　
（
二
三
）
　
『
醍
醐
雑
事
記
』
巻
二
、
四
六
一
～
二
頁

　
　
　
参
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
）
　
「
中
世
前
期
の
馬
借
・
車
借
ー
厩
と
の
関
係
を
中
心
に
ー
」
　
（
『
立
命
舘
文
学
』
五
二

（
五
）
　
図
書
寮
叢
刊
『
看
聞
日
記
紙
背
文
書
・
別
記
』
　
（
養
徳
社
、
一
九
六
五
）
所
収
。
こ
の
　
　
　
　
　
　
一
号
、
一
九
九
一
）

　
　
　
記
事
に
つ
い
て
は
中
野
祥
利
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
）
　
『
木
津
町
史
』
本
文
編
（
一
九
九
一
）
中
世
編
第
二
章
第
二
節
（
黒
川
直
則
氏
執
筆
）
、

（
六
）
　
応
永
三
一
年
一
一
月
二
五
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
佐
見
隆
之
「
木
守
と
問
－
流
通
・
交
通
業
の
起
源
を
探
る
」
　
（
勝
俣
鎭
夫
編
『
中
世

（
七
）
　
永
享
四
年
一
月
二
六
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
の
生
活
世
界
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
、
所
収
）
な
ど
参
照

（
八
）
　
永
享
五
年
六
月
二
三
日
条
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
）
　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
三
年
四
月
二
二
日
条

（
九
）
　
永
享
一
〇
年
五
月
一
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
）
　
「
興
福
寺
と
座
衆
と
の
関
係
」
　
（
『
日
本
中
世
商
業
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一

Z
）
同
年
一
〇
月
八
目
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
九
、
所
収
）
。
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
注
（
二
五
）
の
『
木
津
町
史
』
が
あ
る
。
1
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

（
＝
）
永
享
五
年
一
月
一
四
日
、
同
八
年
↓
月
二
八
目
、
同
九
年
一
月
二
八
日
、
の
各
条
　
　
　
　
（
二
八
）
史
料
纂
集
『
三
箇
院
家
抄
』
一
、
一
二
四
～
五
頁
、
商
人
名
主
の
項

（
一

�
j
永
享
五
年
↓
月
一
三
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
）
　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
三
年
五
月
二
八
日
条

（
＝
二
）
永
享
五
年
］
二
月
一
三
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
〇
）
同
右
、
延
徳
四
年
三
月
三
〇
日
、
四
月
二
日
、
の
各
条

（
一

l
）
応
永
三
一
年
三
月
四
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
＝
）
桑
山
浩
然
校
訂
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
（
近
藤
出
版
社
、
一
九
八
〇
）
、
三

（
一

ﾜ
）
主
人
権
・
暇
乞
い
の
問
題
に
関
し
て
は
、
保
立
「
中
世
の
子
供
の
養
育
と
主
人
権
（
鎌
　
　
　
　
　
　
五
八
頁

　
　
　
倉
遺
文
』
月
報
二
四
、
一
九
八
三
）
、
笠
松
宏
至
「
身
の
暇
」
　
（
『
こ
と
ば
の
文
化
史
』
　
　
（
三
二
）
　
『
天
満
宮
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八

　
　
　
平
凡
社
、
一
九
八
八
）
、
盛
本
昌
広
「
中
世
に
お
け
る
主
人
・
下
人
関
係
の
様
相
」
　
　
　
（
三
三
）
　
「
西
の
京
と
北
野
社
に
つ
い
て
」
　
（
比
較
都
市
史
研
究
会
編
『
都
市
と
共
同
体
』
名
著

　
　
　
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
〇
三
号
、
一
九
九
〇
）
な
ど
参
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
版
、
一
九
九
一
、
所
収
）

（
一

Z
）
同
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
四
）
　
『
北
野
天
満
宮
史
料
』
古
文
書
、
六
九
号

（
一

ｵ
）
榎
戸
文
書
。
　
『
皇
室
制
度
史
料
皇
族
四
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
）
二
六
五
頁
以
　
　
（
三
五
）
　
『
平
安
遺
文
』
八
ー
四
一
八
五
号

　
　
　
下
（
三
六
）
『
教
王
護
国
寺
文
書
』
一
－
四
八
四
号

（
一

ｪ
）
史
料
纂
集
『
三
箇
院
家
抄
』
一
、
六
八
頁
、
九
一
～
二
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
七
）
　
『
東
寺
百
合
文
書
』
レ
函
七
五
号

（
一

縺
j
　
『
大
日
本
史
料
』
六
－
二
三
、
六
六
八
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
八
）
　
『
平
安
遺
文
』
八
ー
四
一
八
五
～
六
号
、
四
一
八
八
号
、
参
照

（
二
〇
）
　
「
御
訪
」
に
関
し
て
は
、
田
沼
睦
「
室
町
幕
府
財
政
の
一
断
面
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
　
　
　
（
三
九
）
こ
れ
は
①
B
追
筆
の
「
当
水
田
相
伝
系
図
」
に
当
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
B
②
康
暦



あ
た
か
も
、
先
述
の
、
北
野
社
の
上
分
短
冊
に
つ
い
て
、
御
霊
神
子
（
巫
）
が
牛
飼
の
相
伝
と
　
　
　
三
人
が
先
の
「
文
治
の
比
」
幼
主
に
仕
え
た
「
近
臣
」
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

主
張
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
前
者
で
は
、
庭
上
の
東
西
に
勝
負
楽
を
　
　
　
信
清
も
大
理
公
卿
と
し
て
お
共
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
じ
つ
に
「
文
治
の
比
」
、
幼
主
に

奏
す
る
楽
屋
が
設
け
ら
れ
、
州
浜
に
は
松
と
柳
が
植
え
ら
れ
る
な
ど
、
い
か
に
も
貴
族
的
で
あ
　
　
　
仕
え
て
闘
鶏
の
事
に
結
番
し
て
い
た
「
近
臣
」
五
人
中
四
人
ま
で
が
こ
の
「
精
選
近
臣
」
中
に

る
。
そ
し
て
楽
屋
の
前
に
は
衛
府
の
武
官
ら
が
伺
候
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
ば
あ
い
も
、
東
中
　
　
　
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
闘
鶏
の
儀
に
関
し
て
先
に
指
摘
し
た
「
近
臣
ー
牛
飼
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ

門
・
総
門
の
外
に
は
庶
民
的
な
空
間
が
み
ら
れ
、
東
中
門
外
に
は
鳥
籠
の
側
に
控
え
る
よ
う
に
　
　
　
構
造
の
、
近
臣
団
の
歴
史
的
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
定
し
て
誤
り
な
か
ろ
う
。

牛
飼
童
の
姿
が
あ
り
、
ま
た
総
門
の
外
、
牛
車
の
近
く
に
、
鶏
を
抱
く
牛
飼
童
と
鶏
を
手
渡
さ
　
　
　
　
で
は
牛
飼
童
が
、
か
か
る
近
臣
と
と
も
に
、
闘
鶏
の
儀
に
深
く
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

れ
る
牛
飼
童
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
牛
飼
童
の
関
与
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
　
　
　
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
身
分
の
貴
賎
は
異
な
る
と
し
て
も
、
牛
飼
童
が
そ
の
主
と

思
わ
れ
る
。
が
、
こ
こ
に
は
な
お
「
御
牛
飼
の
役
」
と
し
て
の
闘
鶏
と
い
っ
た
事
実
は
み
ら
れ
　
　
　
の
間
に
、
近
臣
と
共
通
の
親
密
な
人
格
的
主
従
関
係
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

な
い
。
し
か
し
、
牛
飼
童
が
や
が
て
闘
鶏
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
兆
候
は
、
す
　
　
　
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
牛
飼
童
が
闘
鶏
の
儀
の
中
心
的
役
割
を
に
な
う

で
に
こ
れ
ら
『
年
中
行
事
絵
巻
』
の
中
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
闘
鶏
の
儀
が
本
来
神
占
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す

　
で
は
近
臣
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ば
、
　
「
童
形
」
に
象
徴
さ
れ
る
牛
飼
童
の
有
し
た
「
呪
術
性
」
や
「
聖
性
」
が
関
わ
っ
て
い

　
永
青
文
庫
の
「
俊
成
・
定
家
一
紙
両
筆
懐
紙
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
、
次
の
よ
う
　
　
　
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
一
ハ
ニ
。
　
「
諸
院
宮
大
臣
家
の
牛
童
」
よ
り
な
る
北
野
社
の
大
座
神
人
の
存
在

な
記
事
が
み
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
形
態
は
、
そ
の
点
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
露
震
神
と
鶏
土
ハ
ニ
）
、
北
野
天
神
と
牛
と
の
密
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
な
関
係
ニ
ハ
三
）
、
　
「
有
言
語
」
り
と
い
わ
れ
た
院
の
牛
飼
鷹
法
師
丸
の
牛
の
こ
と
（
六
四
）
な
ど
が
想

　
文
治
之
比
、
　
一
、
ノ
士
　
・
裂
、
以
、
臣
　
結
　
、
供
奉
其
事
。
長
房
・
信
清
・
範
光
・
保
　
　
　
起
さ
れ
る
。
実
際
、
　
『
看
聞
日
記
』
に
は
、
正
月
の
将
軍
義
量
の
北
野
社
参
の
折
に
、
　
「
今
年
　
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
家
・
定
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
代
可
尽
、
主
上
可
有
崩
御
」
と
物
言
う
鶏
が
あ
り
、
流
し
捨
て
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
五
）
o

　
こ
れ
は
藤
原
定
家
が
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
の
後
鳥
羽
院
初
度
百
首
和
歌
に
「
鳥
」
の
題
　
　
　
　
し
か
し
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

で
詠
進
し
た
五
首
の
歌
に
付
し
た
注
記
の
部
分
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
鳥
羽
院
の

幼
帝
時
代
の
文
治
の
こ
ろ
（
一
一
八
五
～
九
〇
）
の
こ
と
と
し
て
、
－
後
鳥
羽
は
寿
永
二
年

（
＝
八
三
）
に
三
歳
で
即
位
1
、
禁
裏
の
闘
鶏
に
結
番
近
事
し
た
「
近
臣
」
五
人
の
名
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
、
後
鳥
羽
院
の
熊
野
御
幸
の

供
奉
人
に
選
ば
れ
た
定
家
は
、
そ
の
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
＝
ハ
9
。

　
功
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人

　
南
山
御
共
事
、
已
有
催
、
面
目
過
分
。
　
（
中
略
）
御
共
人
、
内
府
・
大
理
・
仲
経
卿
、
公
卿

　
三
人
。
殿
上
人
七
人
、
自
家
・
隆
清
・
親
兼
・
冒
朝
臣
・
忠
信
・
有
雅
云
々
。
皆

　
以
綱
謂
国
也
。
俗
骨
独
相
交
、
争
不
自
愛
乎
。

　
公
卿
は
内
大
臣
の
源
通
親
、
大
理
‖
検
非
違
使
別
当
の
藤
原
信
清
、
内
蔵
頭
の
新
三
位
藤
原

仲
経
の
三
人
、
殿
上
人
は
七
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
殿
上
人
七
人
の
う
ち
傍
線
を
付
し
た



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
兵
衛
佐
成
房

　
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
闘
鶏
の
儀
は
、
公
方
御
供
衆
五
ケ
番
の
番
頭
か
ら
の
各
一
羽
と
、
御
牛

飼
持
参
の
一
羽
、
計
六
羽
を
も
っ
て
三
番
勝
負
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
際
、
鶏
を
合
わ
せ
る
の
　
　
　
そ
し
て
同
三
月
三
日
条
に
は
、
成
房
以
下
殿
上
人
ら
が
、
　
「
一
臆
蔵
人
源
定
仲
」
の
催
促
に
ょ

は
「
御
牛
飼
の
役
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
上
杉
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
に
鶏
が
六
羽
描
か
　
　
　
っ
て
鶏
を
「
尋
ね
進
め
」
、
内
裏
の
東
庭
に
お
い
て
闘
鶏
の
儀
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
の
は
偶
然
と
思
わ
れ
る
が
、
　
「
鶏
を
合
わ
せ
て
い
る
男
」
が
牛
飼
童
で
あ
っ
た
こ
と
　
　
　
れ
て
い
る
。
長
享
年
間
（
一
四
八
七
～
九
）
に
も
「
極
臆
源
富
仲
」
に
よ
っ
て
闘
鶏
沙
汰
が
な

は
疑
い
な
い
。
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
描
か
れ
た
「
足
利
将
軍
若
宮
八
幡
宮
参
詣
絵
巻
」
の
牛
飼
童
　
　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
宝
さ
、
禁
裏
の
闘
鶏
奉
行
は
一
臆
蔵
人
1
1
極
腸
の
役
だ
っ

の
姿
も
こ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
＾
五
三
）
。
な
お
二
十
人
の
見
物
衆
は
御
供
衆
・
申
次
衆
ら
で
あ
っ
　
　
た
こ
と
が
わ
か
る
。
事
実
、
近
世
の
故
実
書
に
は
、
　
「
極
臆
催
之
、
但
闘
鶏
ハ
四
位
五
位
ノ
殿

た
ろ
う
（
五
四
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
人
ヨ
リ
三
羽
宛
献
之
、
…
御
牛
飼
〈
仙
洞
丸
・
弥
一
丸
〉
　
合
之
」
と
か
、
　
「
極
膿
、
殿

　
と
こ
ろ
で
、
　
『
看
聞
日
記
』
の
嘉
吉
元
年
（
↓
四
四
一
）
と
同
三
年
の
各
三
月
三
日
条
に
は
、
　
　
上
人
の
か
ぎ
り
触
催
し
て
各
に
は
と
り
を
進
上
す
。
牛
飼
両
人
参
り
て
鶏
を
合
す
」
と
記
さ
れ

次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
（
そ
れ
ぞ
れ
A
、
B
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
の
で
あ
る
＾
五
七
）
。
し
か
も
「
近
臣
」
召
進
の
鶏
と
い
っ
て
も
、
所
詮
そ
れ
ら
は
諸
方
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
「
尋
ね
進
め
」
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
山
科
家
な
ど
は
家
領
の
「
野
村
」
か
ら
と

　
A
、
桃
花
佳
節
幸
甚
々
々
。
鶏
闘
殊
更
一
番
合
。
御
閨
参
く
州
鶏
難
得
司
V
。
御
　
　
　
り
寄
せ
る
の
が
例
と
な
っ
て
い
た
（
五
八
）
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
や
は
り
牛
飼
童
の
関
与
が
推
測

　
　
　
節
供
如
例
。
新
三
位
・
行
豊
朝
臣
・
持
経
朝
臣
・
有
俊
・
重
賢
・
伊
成
・
重
仲
・
定
仲
　
　
　
さ
れ
よ
う
。
A
の
「
御
牛
飼
共
持
参
〈
計
鶏
難
得
〉
」
と
い
う
記
載
も
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
。

　
　
　
〈
束
帯
、
翼
参
〉
・
政
仲
〈
束
帯
、
内
裏
参
〉
等
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
近
臣
－
牛
飼
」
方
式
は
当
時
の
闘
鶏
の
儀
の
基
本
原
則
で
あ
っ
た
と
み

　
B
、
桃
花
之
嘉
節
幸
甚
々
々
。
鶏
闘
七
八
番
合
。
　
畠
・
　
貝
朝
臣
・
f
　
・
　
仲
・
〃
　
　
ら
れ
、
禁
裏
・
公
家
・
武
家
を
問
わ
ず
、
闘
鶏
の
儀
の
鶏
は
、
近
臣
と
御
牛
飼
に
よ
っ
て
進
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
引
飼
等
進
之
。
於
内
裏
四
十
余
番
被
合
云
々
。
世
二
鶏
繁
昌
云
々
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
、
　
「
合
申
事
、
御
牛
飼
の
役
也
」
と
あ
る
点
を
あ
わ
せ
考
　
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
る
と
、
牛
飼
童
こ
そ
が
闘
鶏
の
儀
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
と
み
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
そ
う

　
こ
こ
で
も
や
は
り
御
牛
飼
が
鶏
を
持
参
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
A
で
は
鶏
　
　
　
い
え
ば
、
永
享
五
年
（
一
四
三
三
）
六
月
、
京
中
の
鶏
が
追
放
さ
れ
た
際
に
、
公
方
「
御
牛
飼

を
持
参
し
た
の
は
牛
飼
童
の
み
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
B
に
よ
れ
ば
隆
富
・
重
賢
・
伊
成
・
政
　
　
　
之
頭
、
随
分
之
者
」
で
あ
る
童
↓
丸
・
虎
菊
丸
と
い
う
二
人
の
牛
飼
童
が
召
し
捕
ら
え
ら
れ
籠

仲
ら
も
持
参
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
彼
ら
は
い
ず
れ
も
伏
見
宮
家
の
近
　
　
　
舎
さ
れ
て
い
る
事
実
が
想
起
さ
れ
る
〔
五
九
）
。
　
既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
鶏
追
放
の
原
因
は
、
前
摂

臣
で
あ
っ
た
か
ら
（
五
五
）
、
武
家
の
ば
あ
い
に
お
け
る
「
御
供
衆
と
御
牛
飼
」
と
、
構
造
的
に
全
　
　
　
政
一
条
兼
良
邸
で
闘
鶏
が
お
こ
な
わ
れ
諸
人
が
門
前
に
群
集
し
て
い
て
、
こ
れ
が
将
軍
乗
輿
の

く
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
上
、
A
の
記
事
で
は
、
定
仲
・
政
仲
に
「
禁
裏
闘
鶏
奉
行
　
　
　
通
行
の
妨
げ
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
彼
ら
は
こ
の
闘
鶏
に
関
わ
っ
て
い
た
た

参
」
・
「
内
裏
参
」
の
注
記
が
あ
っ
て
、
彼
ら
は
同
時
に
「
禁
裏
の
闘
鶏
」
に
し
た
が
っ
て
い
　
　
　
め
に
、
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
、
定
仲
が
禁
裏
の
闘
鶏
奉
行
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
は
、
万
里
　
　
　
　
で
は
、
御
牛
飼
童
が
闘
鶏
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う

小
路
時
房
の
『
建
内
記
』
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
同
記
に
よ
れ
ば
、
嘉
吉
三
年
　
　
　
か
。

二
月
一
三
目
に
、
　
「
蔵
人
一
腸
源
定
仲
」
は
、
右
丘
ハ
衛
佐
成
房
に
、
来
る
三
月
三
日
の
闘
鶏
の
　
　
　
　
後
白
河
法
皇
治
下
の
年
中
行
事
を
描
い
た
も
の
さ
れ
る
『
年
中
行
事
絵
巻
』
に
は
二
つ
の
闘

儀
の
た
め
に
鶏
三
羽
を
召
進
す
る
よ
う
御
教
書
を
出
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
成
房
は
次
の
　
　
　
鶏
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
貴
族
の
邸
宅
の
前
庭
と
、
或
る
神
社
の
境
内
で
あ
る
。

よ
う
な
領
状
を
提
出
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
者
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
群
衆
が
描
か
れ
て
お
り
、
一
見
し
て
、
き
わ
め
て
庶
民
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
場
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
鳥
居
を
入
っ
た
右
手
の
巫
女
の
家
の
近
く
に
、
ま
る
で

　
来
月
三
日
可
有
闘
鶏
、
三
羽
可
召
進
之
由
、
謹
所
請
如
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
垣
の
前
面
に
陣
取
る
よ
う
に
牛
飼
童
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。
そ
れ
は



　
　
　
三
牛
飼
童
と
闘
鶏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
貞
成
の
闘
鶏
に
対
す
る
強
い
関
心
は
、
彼
の
生
来
の
旺
盛
な
好
奇
心
に
も
よ
う

　
牛
飼
童
の
仕
事
が
、
な
に
よ
り
も
牛
を
遣
っ
て
貴
人
や
物
資
を
運
搬
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
　
　
　
う
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
伏
見
の
御
所
を
自
ら
「
当
所
皇
居
也
」
と
記
し
て
い
る

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
以
外
に
、
闘
鶏
と
い
う
年
中
行
事
に
も
、
彼
ら
は
深
　
　
　
事
実
⌒
四
八
）
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
禁
裏
・
仙
洞
、
ひ
い
て
は
京
に
対
す
る
彼
の
強
い
憧
憬
の

い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
管
見
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
も
、
　
　
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

の
は
ま
っ
た
く
み
え
な
い
の
で
、
以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
瀬
田
氏
は
、
上
杉
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
の
闘
鶏
場
面
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

　
と
こ
ろ
で
、
闘
鶏
と
い
う
年
中
行
事
に
関
す
る
も
の
で
、
最
近
、
私
が
も
っ
と
も
深
い
感
銘
　
　
　
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

を
う
け
た
の
は
、
瀬
田
勝
哉
氏
の
「
公
方
の
構
想
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
（
四
五
）
。
こ
れ
は
、
上

杉
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
研
究
史
上
い
ろ
い
ろ
な
点
で
画
期
的
な
も
の
と
思
う
が
、
と
り
わ
　
　
　
　
か
が
ん
で
舞
を
日
　
　
て
い
る
男
ー
、
形
力
ら
し
て
一
　
で
ー
な
い
。
…
見
物
の
武
士

け
そ
こ
で
氏
は
、
松
永
弾
正
（
久
秀
）
邸
に
お
け
る
左
義
長
、
武
衛
邸
に
お
け
る
闘
鶏
、
と
い
う
　
　
　
　
は
総
勢
二
十
名
。
…
多
く
の
大
人
た
ち
に
交
じ
っ
て
た
だ
一
人
子
供
が
い
る
。
当
主
の

二
つ
の
年
中
行
事
に
注
目
し
て
、
そ
れ
が
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
探
る
こ
と
に
　
　
　
　
息
子
だ
ろ
う
か
。
赤
い
毛
藍
鞍
覆
を
つ
け
た
馬
が
二
頭
ひ
か
え
て
い
る
の
が
色
と
し
て
鮮
や

よ
っ
て
、
こ
の
屏
風
の
製
作
時
期
を
推
定
す
る
上
で
、
き
わ
め
て
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
　
　
　
か
だ
。

　
結
論
の
み
を
記
せ
ば
、
氏
は
、
武
衛
邸
に
お
け
る
闘
鶏
の
場
に
描
か
れ
て
い
る
幼
主
を
、
後

の
将
軍
義
輝
と
み
、
そ
の
将
軍
職
安
泰
め
期
待
を
こ
め
た
予
祝
儀
礼
と
し
て
、
回
想
的
に
闘
鶏
　
　
，
、
　
そ
し
て
氏
は
、
武
家
儀
礼
に
関
す
る
二
木
謙
一
氏
の
研
究
（
四
九
）
な
ど
を
援
用
し
つ
s
、
こ
の

の
場
が
描
か
れ
た
も
の
、
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
い
毛
藍
鞍
覆
が
、
公
方
の
権
威
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
近
習
の
「
御
供
衆
」
に
特
別
に
　
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
さ
て
『
看
聞
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
伏
見
宮
家
に
お
い
て
も
、
毎
年
三
月
三
目
の
桃
花
の
佳
節
　
　
　
　
「
御
免
」
さ
れ
た
物
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
さ
れ
て
い
る
。

行
事
と
し
て
、
闘
鶏
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
応
永
三
二
（
↓
四
二
五
）
年
　
　
　
　
で
は
「
か
が
ん
で
鶏
を
合
わ
せ
て
い
る
男
」
は
何
者
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ

に
は
、
二
月
の
将
軍
義
量
の
死
を
掛
酌
し
て
闘
鶏
を
取
り
や
め
た
こ
と
を
記
し
た
あ
と
に
、
わ
　
　
　
が
ほ
か
な
ら
ぬ
牛
飼
童
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ざ
わ
ざ
、
　
「
禁
（
裏
）
．
仙
（
洞
）
ニ
ハ
有
鶏
合
」
と
付
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
永
享
五
年
　
　
　
　
　
ま
ず
二
、
三
の
室
町
時
代
の
武
家
故
実
書
に
お
け
る
三
月
三
日
の
闘
鶏
の
儀
を
み
て
み
よ
う
。

（
一

l
三
三
）
六
月
二
二
日
条
に
は
、
最
近
洛
中
で
闘
鶏
が
流
行
っ
て
万
人
が
鶏
を
か
っ
て
い

る
が
、
将
軍
（
義
教
）
が
鶏
を
京
中
か
ら
追
放
し
た
た
め
、
こ
の
伏
見
の
里
へ
持
っ
て
く
る
者
　
　
　
「
年
中
定
例
記
」
（
五
。
）

が
あ
る
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
≡
前
摂
政
一
条
兼
良
邸
の
闘
鶏
に
万
人
群
衆
、
通
り
か
か
っ
　
　
　
　
一
、
…
御
対
面
以
後
鶏
合
あ
り
。
三
番
。
五
ケ
番
よ
り
一
は
つ
つ
ま
い
ら
せ
ら
る
」
。

た
将
軍
の
乗
輿
の
邪
魔
に
な
っ
た
の
に
腹
を
立
て
て
鶏
追
放
と
な
っ
た
よ
う
だ
、
と
い
う
情
報
　
　
　
　
　
　
A
二
は
御
牛
飼
持
参
。
や
が
て
彼
者
あ
は
せ
申
候
。

ま
で
記
録
し
て
い
る
。
伏
見
の
貞
成
邸
で
の
闘
鶏
の
た
め
の
鶏
は
、
・
近
臣
や
御
所
侍
・
地
下
輩
　
　
　
「
長
禄
以
来
申
次
記
」
〔
五
二

か
ら
進
上
さ
せ
て
い
る
が
、
　
「
当
所
鳥
得
難
き
の
間
、
纏
に
五
羽
尋
ね
出
す
」
な
ど
と
み
え
　
　
　
　
　
一
、
御
鳥
之
事
、
毎
年
五
ケ
番
〈
番
頭
〉
よ
り
参
る
。
其
外
に
は
御
牛
飼
持
参
申
候
間
、
栃

（
四
六
）
、
そ
の
入
手
に
苦
労
し
て
お
り
、
永
享
五
年
の
桃
花
の
節
で
は
、
　
「
鶏
合
、
近
所
、
更
に
　
　
　
　
　
三
つ
が
ひ
也
。
頓
（
頃
）
而
御
牛
飼
、
是
を
あ
は
す
る
也
。

鶏
無
し
、
よ
り
て
之
を
略
」
さ
ざ
る
得
な
か
っ
た
（
四
七
）
。
貞
成
が
将
軍
義
教
に
よ
る
鶏
の
京
中
　
　
　
「
年
中
恒
例
記
」
宝
二
）

追
放
の
こ
と
を
記
し
た
の
は
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
永
享
元
年
（
一
四
二
九
に
）
そ
の
子
　
　
　
　
一
、
鶏
合
在
之
。
鶏
五
ケ
番
よ
り
一
羽
づ
s
進
上
。
合
申
事
、
御
牛
飼
の
役
也
。
三
番
也
。

彦
仁
王
は
即
位
（
後
花
園
天
皇
）
す
る
が
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
三
月
三
日
条
に
は
、
後
　
　
　
　
　
　
…
御
牛
飼
も
鳥
持
参
仕
候
也
。
切
三
番
在
之
。
御
牛
飼
に
御
太
刀
被
下
之
。
同
朋

花
園
天
皇
内
裏
に
お
け
る
闘
鶏
に
つ
い
て
「
四
十
余
番
被
合
云
々
、
世
二
鶏
繁
昌
」
な
ど
と
記
　
　
　
　
　
　
衆
役
之
。



藺
田
の
藺
が
御
座
（
莚
）
料
で
あ
る
と
と
も
に
灯
心
の
料
で
も
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
灯
心
の
調
　
　
　
す
れ
ば
、
召
の
中
間
が
御
牛
飼
の
銭
主
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
ま
た
そ
れ
が
灯
心
屋
で
あ
っ
た

進
に
御
牛
飼
が
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
北
野
祭
に
お
け
る
大
座
　
　
　
の
も
、
深
い
歴
史
的
背
景
を
有
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

神
人
に
よ
る
内
陣
神
供
と
内
陣
御
燈
と
は
不
可
分
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
、
た
　
　
　
　
以
上
、
牛
飼
童
の
生
計
に
つ
い
て
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
新
し
い
史
料
で
は
な

と
え
ば
、
三
年
↓
請
会
引
付
（
四
こ
の
明
徳
二
年
八
月
二
日
条
に
は
北
野
祭
り
の
「
内
陣
御
燈
如
　
　
　
い
が
、
力
王
丸
と
い
う
一
牛
飼
童
の
財
産
目
録
と
も
い
う
べ
き
珍
し
い
譲
り
状
＾
四
四
）
を
掲
げ
て

先
々
、
大
座
神
人
神
供
如
恒
例
」
と
あ
る
。
上
述
の
、
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
に
お
け
る
　
　
　
　
お
こ
う
。
力
王
丸
は
御
室
仁
和
寺
の
牛
飼
童
で
あ
っ
た
。

「
苅
藺
上
分
」
を
め
ぐ
っ
て
の
後
院
と
北
野
宮
大
座
神
人
の
争
論
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な

複
雑
な
所
属
関
係
が
か
ら
ん
で
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
ち
ろ
ん
彼
等
は
す
で
に
、
諸
国
　
　
　
　
讃
文
状
事

の
運
上
物
や
交
易
・
叩
か
ら
、
権
門
勢
家
を
は
ば
か
ら
ず
「
北
野
宮
の
上
分
」
を
奪
っ
て
い
た
わ
　
　
合
　
　
　
　
　
口
酬
回
（
印
）

け
で
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
は
や
は
り
、
灯
心
調
進
を
根
拠
と
し
た
「
苅
藺
上
分
」
に
対
す
る
　
　
　
　
右
、
力
王
丸
・
毘
沙
王
丸
二
限
永
代
、
二
あ
ら
ん
物
ハ
一
可
取
之
。

牛
飼
と
し
て
の
大
座
神
人
の
権
限
主
張
が
あ
っ
た
と
み
る
方
が
真
実
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
　
　
　
田
一
反
、
畠
二
反
、
わ
る
き
牛
一
疋
、
立
う
す
一
、
す
る
す
（
摺
臼
）
一
、
水
桶
二
、
か
な

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
争
論
の
経
過
を
『
民
経
記
』
に
よ
つ
て
み
る
と
、
　
「
内
府
に
仰
す
べ
し
」
　
　
　
　
は
（
鼎
）
一
、
か
ま
（
釜
）
一
、
石
な
べ
一
、
か
な
』
べ
一
、
酒
つ
ぼ
一
、
や
ぶ
れ
た
る
さ

と
あ
っ
て
、
す
べ
て
西
園
寺
実
氏
が
事
に
当
た
っ
て
い
る
の
に
注
目
さ
れ
る
。
彼
が
こ
の
と
き
　
　
　
　
う
や
く
一
、
た
れ
つ
ぼ
一
、
へ
い
し
（
瓶
子
）
一
、
す
へ
い
し
一
、
と
は
ち
（
砥
鉢
）
一
、

院
の
御
厩
別
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
な
が
ら
、
　
「
牛
馬
の
御
沙
汰
世
に
す
ぐ
れ
」
　
　
　
　
　
ふ
る
ひ
さ
げ
（
提
子
）
一
、
ち
や
わ
ん
の
は
ち
一
、
つ
き
な
は
ち
（
摘
菜
鉢
）
一
、
か
ら
か

（
『
駿
牛
絵
詞
』
）
て
い
た
西
園
寺
家
と
い
う
事
実
を
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
＾
四
二
）
。
そ
し
て
　
　
　
　
さ
（
傘
）
一
、
御
牛
は
た
く
る
か
た
な
二
、
わ
る
き
か
ら
う
と
（
唐
櫃
）
一
、
ひ
し
や
く

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
上
掲
の
「
政
所
賦
銘
引
付
」
に
御
牛
飼
弥
乙
の
銭
主
が
「
召
の
　
　
　
　
（
柄
杓
）
一
、
七
斗
納
か
ま
↓
、
た
か
つ
き
（
高
圷
）
一
、
員
数
如
此
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
間
灯
心
屋
」
で
あ
っ
た
事
実
も
、
簡
単
に
看
過
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
　
『
看
聞
　
　
　
　
あ
い
か
ま
へ
て
く
、
お
と
』
い
（
弟
兄
）
の
中
よ
く
、
君
御
ミ
や
つ
か
い
、
奉
行
人
々
に
　
⑪

日
記
』
か
ら
二
、
三
、
中
間
と
牛
飼
と
の
関
係
を
示
す
も
の
を
拾
っ
て
み
よ
う
（
四
三
。
　
　
　
　
　
　
　
く
ま
れ
ま
い
（
ら
）
せ
で
あ
る
べ
し
。
御
牛
相
構
心
二
入
て
相
い
た
は
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
長
元
年
三
月
十
七
目
　
　
　
　
　
　
父
力
王
丸
（
花
押
）

　
イ
、
車
・
中
間
、
勧
修
寺
令
進
。
｜
、
三
条
召
進
。

　
ロ
、
ー
行
粧
奇
麗
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
畠
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
酒
壷
・
瓶
子
・
提
子
な
ど
酒
関
係
の
道
具
が
多
い
こ
と
が
注
目

　
ハ
、
三
条
出
車
、
進
召
中
間
五
人
。
聖
護
院
牛
飼
二
人
被
召
進
。
¶
〈
‖
召
　
　
さ
れ
る
。
七
斗
納
の
大
釜
や
立
臼
・
摺
臼
な
ど
は
糟
糠
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
知

　
　
　
¶
「
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
な
い
。
宮
仕
え
の
心
掛
け
に
つ
い
て
諭
し
て
い
る
文
末
の
こ
と
ば
も
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

　
二
、
乗
車
如
例
〈
三
条
進
之
〉
。
‖
〈
聖
調
騨
飼
也
〉
。
¶
〈
ヨ
‖
　
　
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
世
の
牛
飼
童
の
存
在
形
態
を
考
察
す
る
う
え
で
多
様
な
情
報
を
提
供
し

　
　
　
間
⊃
〉
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

　
ホ
、
乗
車
〈
三
条
進
之
。
召
中
間
ハ
公
　
〃
　
節
不
・
‥
・
口
之
由
申
間
、
不
被
進
〉
。
御
弔

　
　
　
飼
交
〈
稠
劃
〉
、
¶
。

　
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
中
間
と
牛
飼
は
一
緒
に
召
仕
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
特
に
「
召
の
中

間
」
と
い
う
の
は
本
所
の
中
間
に
対
す
る
も
の
で
（
ハ
）
、
　
「
召
中
間
ハ
公
方
御
牛
飼
不
可
立

合
之
由
申
間
、
不
被
進
」
　
（
ホ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
牛
飼
と
き
わ
め
て
近
い
存
在
だ
っ
た
。
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貞
、
名
主
職
如
元
蒙
御
成
敗
者
、
弥
為
励
無
二
之
勤
節
、
恐
々
言
上
、
如
件

A
一
院
御
座
御
作
手
解
案
三
五
〉

　
　
　
　
「
為
平
家
領
之
由
有
其
聞
、
価
錐
点
定
、
依
　
院
宣
、
免
除
了
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B
②
康
暦
元
年
八
月
　
日
付
孫
乙
丸
申
状
三
七
）

　
　
　
　
　
不
可
有
濫
妨
之
状
、
如
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
系
図
ー
相
伝
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
斎
院
次
官
藤
原
在
判
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
暦
元
年
蒙
右
大
将
家
御
下
知
　
得
寿
丸
孫
　
　
　
町
屋
丸
子
　
　
　
　
　
松
法
師
丸
子
　
　
　
辰
王
丸
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
耕
刈
－
　
町
屋
丸
　
ー
　
松
法
師
丸
　
－
　
辰
王
丸
　
ー
　
乙
席
丸

　
一
院
御
座
御
作
手
等
解
申
請
　
庁
裁
事

　
　
請
被
停
止
次
官
妨
、
備
進
御
年
貢
薗
問
四
段
少
事
　
　
　
　
　
　
　
　
－
．
籠
丸
－
癬
躍
丸
〈
当
作
人
〉

　
　
　
在
塩
裂
南
朱
雀
角
二
段
大

　
　
　
　
八
条
坊
門
北
坊
城
之
西
面
南
一
段
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
は
・
白
河
本
東
寺
百
合
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
、
一
院
（
後
白
河
院
）
御
座
御
作

　
　
　
　
　
　
同
次
一
段
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
平
得
寿
丸
が
・
そ
の
莚
料
の
藺
田
が
、
先
年
の
福
原
遷
都
の
混
乱
時
に
新
中
納
言
平
知
盛
家

　
　
右
、
件
御
領
、
前
待
賢
門
院
御
莚
料
藺
田
也
。
伍
自
宮
御
時
、
被
奉
渡
院
御
方
、
已
及
　
　
　
の
侍
二
人
に
押
居
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
・
平
家
没
官
領
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
し
て
、
そ

　
　
数
十
年
畢
。
而
福
原
之
時
、
件
田
内
一
段
大
二
新
中
納
言
家
侍
二
人
押
居
テ
候
キ
。
然
　
　
　
の
不
当
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
藺
田
は
塩
小
路
朱
雀
と
八
条
坊
城
に
所
在
し
た
三
八
｝
。

　
　
而
還
御
之
後
、
即
被
追
立
畢
。
麦
次
官
称
彼
等
居
住
之
跡
平
家
領
、
故
押
領
之
条
、
以
　
　
　
と
こ
ろ
が
B
の
御
牛
飼
孫
乙
丸
の
申
状
に
よ
れ
ば
、
そ
の
同
じ
塩
小
路
坊
城
の
藺
田
が
東
寺
の

　
　
外
次
第
也
。
抑
平
家
不
審
ヲ
ハ
茨
官
被
奉
誠
之
由
承
及
之
処
、
乍
聞
令
申
子
細
、
尚
召
　
　
、
子
院
教
令
院
領
と
し
て
み
え
て
お
り
・
し
か
も
そ
こ
に
は
先
の
平
得
寿
丸
以
下
孫
乙
丸
に
い
た

　
　
籠
作
人
等
董
之
状
、
難
堪
事
也
．
早
可
停
止
濫
妨
之
由
、
為
被
仰
下
、
注
子
細
、
言
口
　
る
七
代
の
相
伝
系
図
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・
三
・
・
．
細
部
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
文
⑨

　
　
上
如
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
の
内
容
に
つ
い
て
と
く
に
疑
う
べ
き
理
由
は
な
く
、
こ
の
相
伝
系
図
に
名
を
連
ね
て
い
る
の

　
　
　
　
　
元
暦
元
年
七
月
廿
四
目
　
　
　
御
作
手
蜀
刈
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
す
べ
て
御
牛
飼
童
で
あ
つ
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
中
世
め
牛
飼
童
は
世
襲
が
普
通
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
　
『
看
聞
日
記
』
に
も
「
代
々
奉
公
」
の
席
石
丸
を
は
じ
め
、
　
「
稲
童
子
〈
小
童
〉
初
参
」

B
①
牛
飼
孫
乙
丸
申
状
案
三
ハ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
「
公
方
牛
飼
童
菊
子
小
童
〈
六
七
才
欺
〉
初
参
」
・
「
牛
飼
孫
鶴
孫
小
童
初
参
」
・
「
初
参

　
御
弔
飼
孫
乙
丸
謹
恐
々
言
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
牛
飼
〈
五
才
云
々
°
云
々
子
〉
」
（
四
〇
こ
と
い
っ
た
記
事
は
ほ
と
ん
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　
　
早
下
賜
御
教
書
、
任
譜
代
相
承
理
、
全
管
領
、
弥
欲
抽
奉
公
忠
勤
、
教
令
院
御
領
塩
、
小
　
　
　
そ
も
そ
も
相
伝
系
図
に
名
を
連
ね
て
い
る
者
が
い
ず
れ
も
童
名
で
あ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
よ
く

　
　
‖
田
陸
段
大
間
事
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
・
藺
田
と
牛
飼
童
と
は
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ

　
副
進
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
た
だ
こ
の
ば
あ
い
、
最
初
の
得
寿
丸
が
一
院
御
座
御
作
手
と
あ
る
こ
と
、

・
、
　
三
通
　
当
水
田
相
伝
系
図
」
　
（
追
筆
）
　
　
　
　
　
　
．
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
と
い
う
姓
を
称
し
て
い
る
こ
と
、
が
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
、
私
は
、
北
野
社
の
大

　
　
一
通
　
関
東
右
大
将
家
御
代
斎
院
次
官
奉
書
案
元
暦
元
年
七
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
座
神
人
が
実
際
に
は
院
宮
大
臣
家
の
御
牛
飼
童
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
よ
り
し
て
、
御
牛
飼
童
が

　
　
一
通
　
教
令
院
先
門
主
悉
地
院
法
印
御
房
御
書
案
貞
治
三
年
十
二
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
同
時
に
院
御
座
御
作
手
を
兼
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
こ
と
と
思
う
。
そ
し
て

　
右
、
名
主
職
者
、
劃
刈
、
去
元
暦
元
年
、
従
預
右
大
将
家
御
時
斎
院
次
官
奉
書
　
　
　
平
と
い
う
姓
は
・
彼
の
御
座
御
作
手
と
し
て
の
身
分
的
呼
称
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
来
、
為
名
主
職
至
干
孫
乙
丸
、
既
七
代
相
伝
知
行
、
無
依
違
之
条
、
所
進
具
書
等
柄
焉
　
　
　
　
で
は
塩
小
路
坊
城
の
藺
田
が
・
御
座
御
作
手
と
と
も
に
御
牛
飼
童
の
料
田
と
さ
れ
、
同
一
人

　
也
。
然
間
、
先
門
主
覚
王
院
進
安
文
書
、
依
令
進
覧
、
覚
王
院
．
教
令
院
共
以
無
相
違
者
　
　
　
が
御
座
作
手
と
御
牛
飼
童
を
兼
ね
た
の
は
単
な
る
偶
然
だ
ろ
う
か
。
憶
測
す
る
に
、
そ
も
そ
も

　
也
。
　
（
中
略
）
、
所
詮
、
被
経
急
速
御
沙
汰
、
且
任
譜
代
相
伝
之
道
理
、
且
依
奉
公
之
忠



が
あ
る
が
、
こ
こ
で
さ
し
あ
た
り
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
存
在
が
確
実
に
鎌
倉
前
期
　
　
　
　
一
、
荷
に
ハ
一
荷
二
廿
文
宛

ま
で
は
さ
か
の
ぼ
る
こ
の
大
座
神
人
が
、
実
は
牛
飼
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
　
　
　
　
一
、
奥
高
荷
ハ
一
駄
二
五
十
文
宛

ち
、
建
保
の
記
年
の
あ
る
「
北
野
事
跡
」
　
（
『
北
野
誌
』
北
野
文
叢
・
上
・
地
、
巻
一
五
）
に
　
　
　
　
一
、
巡
礼
・
往
来
之
輩
に
ハ
不
給
候

は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
京
中
町
少
路
に
て
任
雅
意
不
可
給
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
、
当
社
牛
玉
の
う
ら
を
ひ
る
が
へ
し
申
上
候
。
若
背
此
旨
申
事
候
ハ
ゴ
、
当
社
可
蒙

　
七
月
一
日
よ
り
閨
、
東
西
二
京
を
あ
ひ
わ
か
ち
て
、
あ
は
た
ぐ
ち
・
し
つ
か
に
い
　
　
　
　
　
　
御
戸
・
討
候
。
価
起
請
文
、
如
件

　
た
る
ま
で
、
諸
国
の
運
上
も
の
よ
り
は
じ
め
て
、
売
買
交
易
に
お
よ
び
て
、
重
物
・
軽
物
を
　
　
　
　
　
　
　
　
延
徳
二
年
七
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
‖
〉
福
梱
刈

　
き
ら
は
ず
、
権
門
勢
家
を
は
ば
か
ら
ず
、
北
野
宮
の
上
分
と
号
し
て
、
ぬ
し
の
心
は
ゆ
か
ね

　
ど
も
、
一
寸
ば
か
り
な
る
き
り
紙
を
短
冊
と
な
づ
け
て
、
さ
し
か
へ
て
う
ば
へ
る
も
、
天
暦
　
　
　
　
こ
の
こ
ろ
に
は
短
冊
は
上
、
下
に
わ
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
下
短
冊
の
分
に
関
す
る
起
請
文

　
年
中
よ
り
の
故
実
な
り
、
　
（
中
略
）
、
お
そ
ろ
し
き
も
の
」
ふ
も
、
｝
の
め
こ
　
　
　
で
あ
る
が
、
こ
の
大
座
神
人
福
松
丸
が
牛
飼
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
　
『
北
野
社
家
日
記
』
　
（
史
料

　
む
か
う
に
む
か
ひ
て
は
、
ま
か
げ
を
さ
し
て
に
げ
行
く
と
か
や
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
纂
集
）
の
延
徳
三
年
七
月
＝
一
日
条
に
、
上
短
冊
の
こ
と
に
つ
い
て
御
霊
神
子
が
「
九
条
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
基
）
劃
松
方
ヨ
リ
葺
譲
に
自
建
武
年
中
出
此
短
冊
」
と
い
っ
て
き
た
、
と
記
さ
れ
て

と
あ
り
、
ま
た
弘
安
本
『
北
野
天
神
縁
起
』
絵
巻
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
の
に
徴
し
て
疑
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
「
政
所
賦
銘
引
付
」
の
記
載
に
は
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ

　
八
月
御
祭
は
村
上
天
皇
御
時
よ
り
は
じ
ま
れ
り
、
公
家
の
御
沙
汰
・
大
蔵
省
の
つ
と
め
な
り
、
　
　
る
。
そ
れ
は
そ
の
銭
主
が
「
め
し
の
御
中
間
と
う
志
ミ
屋
」
新
次
郎
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
座
ネ
　
と
て
三
‖
呂
　
臣
　
　
　
　
、
往
古
の
短
冊
を
さ
s
げ
て
角
本
は
な
れ
た
る
景
気
、
　
　
あ
る
。
少
し
迂
遠
で
あ
る
が
、
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
一
日
の
壮
観
ま
こ
と
に
目
出
度
く
あ
は
れ
な
る
事
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
経
光
の
『
民
経
記
』
に
よ
れ
ば
、
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
に
北
野
社
の
大
座
神
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訴
訟
を
お
こ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
北
野
祭
り
を
ひ
か
え
た
六
月
二
七
日
か
ら
み
え
る
が
、
五
位

と
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
ま
ち
が
い
な
く
「
大
座
の
牛
童
」
・
「
大
座
の
牛
か
ひ
」
・
　
　
　
蔵
人
と
し
て
そ
の
処
理
に
当
た
り
、
無
事
に
北
野
祭
り
を
迎
え
た
八
月
四
目
、
彼
は
そ
の
目
記

「
院
宮
大
臣
家
の
牛
童
」
で
あ
っ
て
、
八
月
の
北
野
祭
の
経
費
を
獲
る
た
め
に
、
七
月
一
日
か
　
　
　
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

ら
粟
田
口
や
四
塚
な
ど
京
の
出
入
り
口
に
出
掛
け
、
諸
国
の
運
上
物
・
売
買
交
易
品
な
ど
に
、

短
冊
と
ひ
き
か
え
に
北
野
社
の
上
分
を
宛
て
徴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
延
徳
年
間
（
一
　
　
　
今
日
祭
事
、
無
為
無
事
令
遂
行
。
返
々
神
妙
々
々
。
抑
　
座
＝
　
、
　
　
　
ロ
　
苅
　
　
∠

四
八
九
～
九
二
）
に
お
け
る
そ
の
あ
り
さ
ま
は
、
大
座
神
人
福
松
丸
の
起
請
文
三
四
）
に
、
次
の
　
　
　
　
後
脛
　
　
・
後
‖
一
　
f
　
、
，
　
　
〉
兼
日
申
事
由
、
仰
後
院
停
止
了
。
当
社
事
、
随
分
致

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
微
忠
、
唯
仰
神
恩
也
。

　
　
下
短
冊
取
来
口
々
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
よ
つ
て
、
大
座
神
人
の
訴
訟
の
内
容
が
、
河
上
苅
藺
上
分
に
対
す
る
後
院
の
妨
げ
と

一
、

ｾ
田
口
　
　
　
　
一
、
西
七
条
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
院
桧
物
作
手
の
濫
妨
の
二
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
と
よ
り
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ

↓
、
竹
田
口
　
　
　
　
一
、
法
性
寺
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
が
、
結
論
を
先
に
記
せ
ば
、
私
は
、
こ
の
「
苅
藺
上
分
」
と
い
う
の
は
、
本
来
、
御
牛
飼
た

一
、
東
寺
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
大
座
神
人
に
属
す
る
も
の
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
、
と
思
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
書
が
存
在

一
、
旅
人
、
同
し
や
う
ば
い
に
付
候
て
も
人
別
十
文
宛
給
候
。
但
札
を
持
候
ヘ
ハ
不
給
候
。
　
　
　
す
る
の
に
よ
る
。



し
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ノ
（
富
野
）
・
寺
田
・
ナ
シ
マ
（
奈
島
）
・
ヒ
ラ
ウ
（
平
尾
）
・
カ
ハ
タ
（
綺
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
五
箇
所
ヨ
リ
五
百
文
上
之

　
一
、
木
津
沙
ヲ
車
十
両
、
昨
日
・
今
日
召
了
。
御
童
子
二
仰
せ
了
。
！
何
「
　
　
　
　
此
の
外
、
河
内
者
〈
人
別
〉
　
鳥
見
者
〈
人
別
〉
　
西
京
者
く
人
別
V

　
　
　
長
例
也
。
仰
御
童
子
二
加
下
知
様
ハ
、
御
後
見
ノ
書
下
ヲ
取
テ
御
定
使
ノ
力
者
・
御
童
　
　
　
　
《
一
乗
院
方
》
・

　
　
　
子
二
加
下
知
也
。
船
・
車
等
モ
又
同
之
也
（
二
月
八
日
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
ヨ
リ
西
分
公
事
、
各
人
別
二
上
之

　
一
、
沙
ノ
事
、
修
理
目
代
二
仰
付
テ
、
以
木
津
車
十
両
分
、
今
日
召
之
。
但
八
両
分
到
来
了
。
　
　
　
　
ハ
せ
（
吐
師
）
・
サ
カ
中
（
相
楽
）
・
下
狛
・
菅
井
・
ミ
ヤ
ノ
ク
チ
（
宮
の
口
）
・
タ
カ
キ
（
高
木
）

　
　
　
就
其
、
　
ロ
申
間
、
為
修
目
代
召
、
　
・
船
ニ
ハ
行
一
w
モ
…
之
間
、
不
　
　
・
天
神
ノ
森

　
　
　
‖
刊
也
。
御
用
之
時
ハ
何
時
も
仰
テ
召
之
也
（
二
月
九
目
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
乗
院
方
は
木
津
川
の
東
方
に
上
狛
以
下
ほ
ぼ
南
か
ら
北
へ
、
一
乗
院
方
は
木
津
川
の
西
方

　
一
、
閨
代
沙
、
今
日
、
二
両
到
来
了
。
ー
二
月
一
〇
日
）
。
　
　
　
　
　
　
に
分
布
し
、
大
乗
院
方
の
公
事
に
は
上
狛
庄
の
三
百
文
の
よ
う
に
庄
別
に
定
ま
っ
て
い
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
人
別
の
も
の
と
が
あ
っ
た
が
、
　
一
乗
院
方
の
公
事
は
す
べ
て
人
別
で
あ
つ
た
。
が
、
い
ず
れ

　
す
な
わ
ち
、
興
福
寺
の
薪
猿
楽
で
は
、
山
城
の
木
津
か
ら
沙
が
運
送
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
　
　
　
に
し
て
も
、
大
和
か
ら
山
城
に
か
け
て
可
成
り
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

い
た
が
、
そ
れ
に
は
次
の
二
つ
の
方
式
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
御
後
見
（
政
所
）
の
書
き
下
し
　
　
　
か
し
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
か
か
る
牛
飼
と
糟
糠
公
事
と
の
関
係
が
、
決
し
て
奈
良
の
牛

に
よ
つ
て
定
使
（
力
者
）
・
御
童
子
を
へ
て
召
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
ば
あ
い
は
、
牛
飼
（
船
　
　
　
飼
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
京
都
の
牛
飼
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
て
い
う
こ
と
で
あ

・
車
に
も
）
一
〇
文
宛
下
行
さ
れ
る
。
ソ
も
う
一
つ
は
、
修
理
目
代
に
仰
せ
て
召
す
も
の
で
、
こ
　
　
・
る
。
す
な
わ
ち
、
文
明
一
三
年
（
一
四
八
一
）
の
「
政
所
賦
銘
引
付
」
＾
三
）
に
、
次
の
よ
う
な

の
ば
あ
い
に
は
、
牛
飼
（
船
・
車
）
な
ど
へ
の
下
行
は
一
銭
も
な
し
で
、
し
か
も
、
御
用
の
と
　
　
　
記
載
が
み
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

き
は
何
時
で
も
仰
せ
付
け
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
三
五
）
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
、
修
二
会
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

薪
猿
楽
に
お
け
る
引
沙
の
二
方
法
で
あ
り
、
そ
の
点
、
醍
醐
寺
の
引
沙
紀
法
と
異
な
る
が
、
下
　
　
　
　
御
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

行
を
ま
っ
た
く
給
さ
な
い
元
三
・
桜
会
と
、
下
行
を
給
す
る
臨
時
御
用
と
い
う
二
種
の
運
送
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

が
あ
つ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
・
両
者
は
共
通
し
て
い
る
・
と
い
え
よ
う
・
　
　
　
　
　
一
、
呵
閨
五
貫
文
、
銭
主
閨
新
次
郎

　
そ
の
他
・
　
『
看
聞
目
記
』
に
は
ま
っ
た
く
み
え
な
い
が
・
牛
飼
童
の
生
計
と
な
っ
た
も
の
に
　
　
　
　
　
一
、
江
州
安
食
庄
薪
米
之
内
拾
石
之
徳
分
五
貫
文
、
銭
主
同
前

糟
糠
公
事
が
あ
る
・
こ
れ
は
酒
糟
゜
米
糠
売
買
に
関
す
る
特
権
で
・
こ
れ
が
「
御
牛
飼
之
計
」
　
　
　
　
　
右
両
所
、
難
為
借
物
質
券
、
依
銭
主
所
望
、
遣
売
券
処
、
号
永
代
沽
券
云
々
、
可
預
御
糺

「
御
牛
飼
之
御
給
分
」
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
三
六
）
・
こ
れ
は
そ
れ
ら
が
牛
の
飼
料
に
宛
　
　
　
　
　
明
之
由
申
、

て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
が
知
れ

る
の
は
興
福
寺
の
ば
あ
い
で
・
は
や
く
小
野
晃
嗣
氏
の
研
究
が
あ
る
三
七
ご
そ
れ
は
「
カ
ス
ノ
　
　
　
　
こ
れ
は
御
牛
飼
弥
乙
が
、
銭
主
柱
（
灯
心
）
屋
新
次
郎
に
よ
っ
て
借
物
の
質
券
を
永
代
沽
券

座
御
牛
飼
方
」
三
八
）
°
「
カ
ス
春
日
祭
“
牛
飼
座
」
三
主
な
ど
と
も
あ
っ
て
・
座
を
形
成
し
て
　
　
と
号
し
て
押
領
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
訴
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
御
牛
飼
の
質
券

い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
・
そ
の
取
り
分
は
・
木
津
川
を
境
と
し
て
・
大
乗
院
方
と
一
乗
院
方
と
　
　
　
と
い
う
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
西
京
糟
糠
公
事
」
だ
っ
た
の
は
、
偶
然
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。

で
・
次
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
た
⌒
三
9
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
述
の
よ
う
に
、
糟
糠
公
事
は
「
御
牛
飼
之
計
」
　
「
自
昔
御
牛
飼
之
御
給
分
」
で
あ
つ
た
。
そ

　
《
大
乗
院
方
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
上
、
西
京
の
糟
糠
公
事
に
関
わ
る
御
牛
飼
と
い
え
ば
、
北
野
社
神
人
、
と
り
わ
け
大
座
神
人

　
　
上
狛
庄
ヨ
リ
三
百
文
上
之
加
茂
庄
〈
人
別
〉
三
日
原
（
瓶
原
）
〈
人
別
〉
　
　
を
菱
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
　
　
下
座
ト
号
シ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
野
社
の
大
座
神
人
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
竹
内
秀
雄
氏
。
、
二
．
や
網
野
善
彦
氏
．
三
の
研
究



る
も
の
で
は
な
く
広
く
伏
見
宮
家
の
御
牛
飼
ら
に
対
す
る
月
宛
料
の
意
と
思
わ
れ
る
が
、
先
に
　
　
　
「
傍
牛
飼
」
で
あ
る
か
ら
、
瀧
雄
丸
の
盗
犯
事
件
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の

席
石
丸
に
つ
い
て
「
此
の
御
所
の
御
恩
を
以
て
命
を
懸
く
」
と
か
、
　
「
庸
石
丸
の
御
恩
跡
」
と
　
　
　
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
治
承
二
年
（
二
七
八
）

記
さ
れ
て
い
た
も
の
の
具
体
的
内
容
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
　
　
　
八
月
　
日
付
醍
醐
寺
雑
役
車
力
紀
法
で
あ
る
三
三
。

と
え
ば
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の
ば
あ
い
、
御
牛
飼
給
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
知
ら
れ
る

二
八
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
車
力
両
別
率
法

　
一
石
五
斗
大
市
庄
　
　
　
一
石
五
斗
草
川
庄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
岡
野
屋
者
七
升
五
合
　
　
　
自
京
者
一
斗

　
五
反
　
若
槻
庄
田
　
　
　
　
木
津
以
下
公
事
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
大
津
者
一
斗
五
升
　
　
　
　
自
真
言
院
者
一
斗
五
升

　
一
石
四
斗
四
升
倉
庄
　
　
一
石
七
斗
四
升
越
田
尻
庄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
材
木
運
上
両
別
数
事

　
一
石
五
斗
河
合
庄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
尺
木
者
一
支
　
　
　
八
九
寸
木
者
二
支
　
七
八
寸
者
三
支

伏
見
宮
家
の
「
山
前
南
庄
御
牛
之
飼
」
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
四
五
（
寸
）
木
者
十
三
支
　
　
三
寸
半
板
者
六
枚
　
　
二
寸
半
者
十
枚

　
さ
て
、
牛
飼
の
生
計
を
支
え
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
荘
園
よ
り
の
月
宛
給
米
の
他
　
　
　
　
　
　
如
法
三
寸
半
者
三
枚
　
　
　
小
榑
者
百
五
十
寸

に
、
種
々
の
行
事
に
際
し
て
、
臨
時
の
手
当
と
し
て
支
給
さ
れ
る
「
御
訪
」
が
あ
っ
た
。
た
と
　
　
　
　
一
、
瓦
土
自
諸
山
運
車
力
事

え
ば
永
享
九
年
（
一
四
三
七
）
、
後
花
園
天
皇
の
行
幸
に
際
し
て
、
御
牛
飼
童
の
孫
童
丸
は
　
　
　
　
　
　
　
両
別
米
二
升
下
之

「
所
詮
、
御
訪
多
く
下
さ
れ
ば
十
余
人
参
る
べ
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
伏
　
　
　
　
一
、
引
沙
事

見
宮
家
で
は
「
九
人
参
る
べ
し
、
御
訪
は
二
千
疋
」
と
申
し
渡
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
額
は
一
　
　
　
　
　
　
元
一
二
井
桜
会
料
者
、
先
例
不
下
車
力
、
車
公
事
也
。
但
臨
時
有
御
用
、
自
諸
山
令
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
宛
二
貫
文
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
し
い
。
時
代
や
や
は
隔
た
っ
て
い
る
が
、
康
安
元
年
（
二
二
六
　
　
　
　
　
　
　
者
両
別
一
升
可
下
之
。
又
自
葉
山
辺
運
者
四
五
度
許
引
之
後
、
牛
粥
手
三
升
可
下
之
　
⑯

一
）

ﾉ
、
青
蓮
院
尊
道
親
王
が
熾
盛
光
法
を
修
し
た
と
き
、
こ
れ
に
供
奉
し
た
御
牛
飼
童
の
御

訪
料
は
四
人
で
八
貫
五
百
文
で
あ
っ
た
か
ら
二
九
）
、
こ
れ
く
ら
い
が
、
こ
う
し
た
ば
あ
い
の
大
　
　
　
　
こ
れ
は
、
イ
車
力
、
ロ
材
木
、
ハ
瓦
土
、
二
引
沙
、
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
行
米
や
積
載

体
の
相
場
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
当
時
、
京
都
の
伏
見
宮
御
所
へ
は
正
月
と
八
月
　
　
　
量
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
第
一
条
目
の
、
積
み
荷
に
つ
い
て
何
の
記
載
も
な
く

の
節
供
は
も
と
よ
り
、
毎
月
一
日
に
御
牛
飼
童
が
参
上
し
て
節
供
に
預
か
っ
て
い
た
こ
と
、
上
　
　
　
単
に
車
力
と
あ
る
イ
は
、
醍
醐
字
座
主
を
乗
せ
た
牛
車
の
こ
と
で
、
他
の
ロ
・
ハ
・
二
は
、
そ

述
の
と
お
り
で
あ
る
三
。
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
そ
れ
の
物
資
の
運
搬
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
主
を
乗
せ
た
牛
車
の
遣
り
手

　
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
、
将
軍
義
教
が
伏
見
庄
の
貞
成
邸
を
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
　
　
　
と
し
て
の
牛
飼
役
に
次
い
で
材
木
運
上
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
牛
飼
の

た
折
、
修
理
造
作
の
費
用
と
い
う
こ
と
で
、
後
小
松
上
皇
か
ら
禁
裏
御
料
所
山
国
庄
か
ら
「
材
　
　
　
材
木
運
送
に
就
く
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
も
と
よ
り
牛
飼
が
、
さ
ま
ざ

木
車
三
両
」
の
助
成
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
御
牛
飼
童
の
弥
藤
丸
・
孫
鶴
丸
の
二
人
が
そ
の
　
　
　
ま
の
物
資
の
運
送
に
し
た
が
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は

御
使
と
な
っ
て
い
る
が
三
二
、
材
木
の
運
送
は
牛
飼
童
の
生
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
そ
の
一
部
に
ち
が
い
な
い
が
、
い
ず
れ
も
と
く
に
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

牛
飼
童
が
材
木
交
易
に
従
っ
て
い
た
こ
と
の
知
れ
る
も
っ
と
も
早
い
例
は
、
長
元
八
年
（
一
〇
　
　
　
二
の
引
沙
と
い
う
の
は
、
行
事
に
際
し
て
庭
に
敷
く
沙
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
元
三
と

三
五
）
五
月
二
日
付
の
秦
吉
子
解
三
二
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
吉
子
の
夫
小
犬
丸
が
榑
交
　
　
　
桜
会
に
は
車
力
を
下
行
せ
ず
車
公
事
と
す
る
の
が
先
例
で
、
臨
時
の
御
用
の
時
の
み
、
車
一
両

易
の
た
め
に
三
条
京
極
に
で
か
け
た
と
こ
ろ
、
い
き
な
り
、
検
非
違
使
庁
の
着
欽
の
者
黒
雄
丸
　
　
　
に
つ
き
一
升
を
下
行
す
る
、
と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
網
野
善
彦
氏
が
検
討

に
捕
ら
え
ら
れ
禁
獄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
大
和
前
司
の
御
牛
飼
の
瀧
雄
丸
が
盗
　
　
　
を
加
え
て
お
ら
れ
る
が
三
四
）
、
興
福
寺
修
二
会
の
薪
猿
楽
の
ば
あ
い
が
参
考
と
な
ろ
う
。
　
『
大

犯
事
件
を
お
こ
し
、
逮
捕
前
に
死
去
し
た
が
、
お
ま
え
の
夫
は
瀧
雄
丸
と
同
じ
大
和
前
司
の
　
　
　
　
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）
の
修
正
会
の
薪
猿
楽
の
引
沙
に
関



も
実
際
に
は
六
人
が
参
仕
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
六
人
に
つ
い
て
貞
成
は
「
稲
童
・
弥
童
等
。
　
　
　
　
　
二
牛
飼
童
の
生
計
に
つ
い
て

自
余
交
名
尋
ぬ
べ
し
」
と
注
記
し
て
お
り
、
彼
は
他
の
御
牛
飼
に
つ
い
て
は
そ
の
名
を
知
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
永
享
九
年
十
月
に
子
息
後
花
園
天
皇
が
将
軍
義
教
の
室
町
第
へ
行
幸
し
　
　
　
　
次
に
牛
飼
童
の
生
計
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
た
だ
『
看
聞
日
記
』
か
ら
牛
飼
童
の

た
際
に
は
、
貞
成
親
王
は
早
く
か
ら
孫
童
丸
を
呼
ん
で
御
牛
飼
の
人
数
の
こ
と
相
談
し
て
い
る
　
　
　
生
計
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
は
な
い
の
で
、
適
宜
、
他
の
史
料
で
補
い
な
が
ら
み
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

が
、
孫
童
丸
は
、
　
「
御
訪
」
　
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
を
た
く
さ
ん
下
さ
れ
ば
十
余
人
参
り
　
　
　
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
伏
見
宮
家
の
牛
飼
童
の
生
計
と
い
う
こ
と
で
先
ず
挙
ぐ
べ
き
は
、
近
江

ま
し
ょ
う
と
答
え
て
い
る
。
貞
成
は
御
訪
は
二
千
疋
で
九
人
参
る
よ
う
に
い
っ
て
い
る
が
＼
孫
　
　
　
国
山
前
庄
で
あ
ろ
う
。
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
一
一
月
六
日
に
、
伏
見
宮
家
は
、
山
前
庄
の

童
丸
が
つ
よ
く
御
訪
不
足
を
い
う
の
で
、
貞
成
は
追
っ
て
酒
肴
分
を
下
行
し
よ
う
と
答
え
て
い
　
　
　
返
付
を
命
ず
る
次
の
よ
う
な
将
軍
義
教
の
御
内
書
を
獲
得
し
た
三
ハ
）
。

る
二
。
）
。
ま
た
永
享
一
〇
年
の
八
朔
に
は
、
御
牛
飼
一
一
人
が
列
参
し
、
初
参
の
小
牛
飼
（
五

歳
）
に
は
太
刀
を
、
そ
の
他
の
↓
○
人
に
は
扇
を
給
わ
っ
た
が
、
三
日
に
な
っ
て
弥
童
丸
以
下
　
　
　
　
山
前
南
庄
同
七
里
八
里
両
村
井
北
庄
役
等
、
如
元
御
知
行
、
不
可
有
相
違
候
也
、
誠
恐
謹
言

九
人
が
や
っ
て
き
て
、
朔
目
に
は
公
方
に
伺
候
し
て
い
た
た
め
に
参
上
で
き
な
か
っ
た
が
、
わ
　
　
　
　
　
十
一
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
教

れ
わ
れ
に
も
八
朔
の
扇
を
賜
り
た
い
と
訴
え
て
い
る
。
伏
見
宮
家
は
、
当
目
不
参
の
者
に
後
日

賜
る
例
は
な
い
、
と
い
い
な
が
ら
も
、
結
局
は
彼
ら
に
も
み
ん
な
に
扇
を
与
え
て
い
る
。
御
牛
　
　
　
　
こ
の
御
内
書
に
接
し
た
貞
成
（
彼
は
応
永
三
二
年
に
剃
髪
し
て
道
欽
と
い
っ
た
）
は
、
　
「
年

飼
が
将
軍
家
．
禁
裏
・
仙
洞
な
ど
の
兼
参
奉
公
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
　
　
　
来
の
愁
訴
、
忽
ち
眉
を
開
く
の
時
刻
到
来
、
併
ら
神
慮
な
り
。
」
と
そ
の
よ
ろ
こ
び
を
記
し
て

お
こ
る
の
も
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
わ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
は
仙
洞
の
斡
旋
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
早
速
、
山
前
庄
の
奉
行

　
と
は
い
え
、
伏
見
宮
家
に
参
仕
す
る
「
公
方
御
牛
飼
」
が
、
年
月
を
経
る
に
つ
れ
て
次
第
に
　
　
　
職
に
は
院
六
条
庁
の
定
直
を
補
任
す
る
と
と
も
に
、
南
庄
は
源
宰
相
（
田
向
氏
）
、
北
庄
は
庭
　
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

固
定
化
し
て
い
っ
た
の
は
事
実
で
、
た
と
え
ば
毎
年
正
月
の
室
町
殿
へ
の
参
賀
に
は
、
童
一
丸
　
　
　
田
ら
側
近
に
、
そ
の
収
益
を
御
恩
と
し
て
給
し
て
い
る
。
い
ま
、
永
享
一
二
年
（
一
四
四
〇
）

．
稲
童
丸
．
弥
藤
丸
．
孫
童
丸
ら
の
「
公
方
御
牛
飼
」
が
召
用
さ
れ
る
例
と
な
っ
て
お
り
（
二
）
、
　
　
八
月
二
八
日
付
伏
見
殿
御
領
目
録
案
二
七
）
に
よ
っ
て
、
関
係
部
分
を
抄
出
す
れ
ば
、
次
の
と
お

し
か
も
そ
れ
ら
は
、
　
「
牛
飼
・
中
間
等
、
ヨ
条
召
遇
」
三
＝
、
「
剴
⊃
条
、
車
・
牛
飼
・
中
間
三
　
　
り
で
あ
る
。

人
、
被
召
遇
」
三
二
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
三
条
中
納
言
家
（
公
雅
）
に
よ
っ
て
召
し
進
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
永
享
一
〇
年
八
月
二
五
日
、
す
で
に
「
老
体
落
髪
」
し
た
稲
童
丸
は
、
　
　
　
　
一
、
近
江
山
前
南
庄
・
同
七
里
〈
号
橋
爪
、
田
向
ノ
　
心
疹
　
疋
〉
・
八
里
村
〈
劃
用

伏
見
宮
家
を
訪
れ
て
出
家
の
暇
乞
い
を
し
て
い
る
。
　
「
此
の
御
所
の
御
恩
を
以
て
命
を
懸
く
」
　
　
　
　
　
　
」
得
分
〉
参
百
五
十
余
石
〈
六
条
殿
両
社
神
供
、
正
・
五
・
九
月
三
百
疋
宛
之
〉

二
四
）
と
記
さ
れ
た
席
石
丸
と
全
く
同
じ
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
伏
見
宮
家
と
稲
童
丸
と
の
　
　
　
　
同
北
庄
役
〈
四
十
貫
〉
　
田
　
言
〃
心
　
　
相
り
V

間
に
、
単
に
制
度
的
な
そ
れ
で
は
な
い
、
　
「
出
家
の
暇
乞
い
」
を
す
る
よ
う
な
親
密
な
人
格
的

主
従
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
二
五
）
。
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
実
は
、
こ
の
山
前
南
庄
の
う
ち
に
牛
飼
童
に
対
す
る
月
宛
米
が
含
ま
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
『
看
聞
日
記
』
の
永
享
三
年
六
月
二
七
目
条
に
よ
れ
ば
、
　
「
吉
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
、
人
々
に
小
御
恩
頒
ち
給
う
」
と
し
て
、

山
前
南
口
田
御
ー
〉
等
、
同
賜
之

と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
「
御
牛
之
飼
」
と
あ
る
の
は
、
特
定
の
牛
飼
童
に
対
す



な
ど
を
注
進
し
て
お
り
、
た
し
か
に
こ
の
こ
ろ
伏
見
宮
家
の
家
計
が
逼
迫
し
て
い
た
こ
と
は
疑
　
　
　
と
え
ば
「
公
方
之
御
牛
飼
」
と
し
て
「
童
一
・
稲
童
以
下
」
と
あ
り
＾
七
）
、
ま
た
「
公
方
御
牛
飼

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
牛
飼
童
の
点
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
む
し
ろ
そ
の
理
　
　
　
童
一
丸
・
虎
菊
丸
」
（
八
）
と
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
童
一
丸
・
稲
童
丸
・
虎
菊
丸
は
す
べ
て
「
仙
洞

由
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
か
ら
若
宮
彦
仁
王
即
　
　
　
御
牛
飼
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
「
公
方
の
御
牛
飼
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
将
軍
家
と

位
の
可
能
性
が
強
ま
っ
て
、
応
永
三
二
年
四
月
に
は
貞
成
は
親
王
宣
下
を
受
け
、
同
七
月
に
は
　
　
　
仙
洞
の
御
牛
飼
の
総
称
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
「
公
方
の
御
牛
飼
」
が
い
ま
や
す
べ
て

称
光
天
皇
の
御
悩
の
な
か
、
将
軍
義
持
は
彦
仁
王
の
年
齢
を
確
か
め
て
い
る
。
応
永
三
一
年
の
　
　
　
伏
見
宮
家
へ
列
参
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
同
年
の
八
月
一
一
日
条

一
一
月
と
一
二
月
に
、
貞
成
が
崇
光
院
以
来
秘
蔵
の
御
記
類
を
仙
洞
に
進
上
し
て
い
る
の
は
　
　
　
　
に
も
、

「
訴
訟
の
事
あ
る
の
間
、
無
力
こ
れ
を
進
ず
」
（
六
）
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
こ
に
彦
仁
王
即
位
の

期
待
を
こ
め
な
か
っ
た
筈
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
が
実
現
す
る
の
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
の
　
　
　
　
公
方
御
牛
飼
十
人
列
参
、
構
見
参
、
賜
酒
。
ー
歎
。

こ
と
で
、
七
月
に
彦
仁
王
は
後
小
松
院
の
猶
子
と
な
っ
て
仙
洞
御
所
に
入
り
、
や
が
て
践
詐
し

て
内
裏
に
移
っ
て
い
る
。
翌
正
長
二
年
は
九
月
五
日
を
も
っ
て
永
享
元
年
と
な
る
が
、
同
二
年
　
　
　
と
あ
る
よ
う
に
、
正
月
だ
け
で
な
く
八
月
に
も
、
ま
っ
た
く
同
様
の
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

に
は
将
軍
義
教
が
伏
見
宮
御
所
へ
入
御
す
る
と
い
う
の
で
、
御
所
の
造
作
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
　
　
　
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
毎
年
正
月
と
八
月
に
「
公
方
御
牛
飼
」
が
伏
見
宮
家
に
列
参
し
て
見
参

る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
伏
見
宮
家
を
と
り
ま
く
状
況
の
大
き
な
変
動
は
、
当
然
、
伏
見
宮
家
の
　
　
　
を
構
え
る
と
い
う
こ
の
方
式
は
、
永
享
七
年
、
貞
成
親
王
が
伏
見
の
地
を
去
り
、
京
の
↓
条
東

牛
飼
童
の
存
在
形
態
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洞
院
御
所
に
移
っ
て
以
後
も
当
然
継
承
さ
ら
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
貞
成
が
京
の
新
御
所
へ

　
ま
ず
『
看
聞
日
記
』
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
閏
一
一
月
一
三
日
に
「
仙
洞
御
牛
飼
」
の
稲
　
　
　
移
っ
て
最
初
の
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
正
月
に
は
、
四
日
と
二
日
の
二
度
、
御
牛
飼
ら
の

童
丸
が
参
り
貞
成
に
見
参
を
構
え
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
、
同
一
五
日
に
弥
藤
丸
・
孫
鶴
丸
の
　
　
　
列
参
が
あ
つ
た
が
、
そ
の
一
一
日
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
人
が
仙
洞
の
御
使
と
し
て
参
上
し
て
い
る
の
は
、
禁
裏
御
料
所
山
国
庄
の
材
木
を
伏
見
宮
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但

造
作
の
た
め
に
助
成
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
将
軍
義
教
の
伏
見
宮
御
所
入
御
は
一
二
　
　
　
　
公
方
御
牛
飼
十
三
人
列
参
。
此
御
所
可
致
奉
公
之
由
、
以
日
野
中
納
言
昨
日
被
仰
出
、
今
朝

月
二
〇
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
翌
永
享
三
年
正
月
＝
二
日
に
は
一
六
人
の
将
軍
家
御
牛
　
　
　
　
重
被
仰
云
々
。
伍
列
参
之
由
申
、
構
見
参
。
牛
童
不
召
仕
之
由
入
御
耳
欺
。

飼
の
列
参
を
み
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
看
聞
日
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
伏
見
宮
御
所
に
奉
公
す
べ
し
と
い
う
将
軍
の
命
を
、
昨
日
・
今
朝
の
二

　
公
方
之
御
牛
飼
〈
仙
洞
・
室
町
殿
〉
十
六
人
列
参
〈
松
童
丸
・
虎
菊
丸
・
孫
童
丸
・
稲
童
丸
・
童
一
　
　
度
に
わ
た
っ
て
日
野
中
納
言
か
ら
仰
せ
ら
れ
て
や
っ
て
き
た
と
い
っ
て
お
り
、
貞
成
は
、
伏
見

　
丸
・
弥
藤
丸
・
竹
王
丸
・
若
童
丸
・
虎
童
丸
・
孫
有
丸
・
童
菊
丸
・
彦
松
丸
・
若
鶴
丸
・
松
菊
丸
・
竹
菊
　
　
　
宮
家
で
は
牛
飼
童
を
召
仕
し
な
い
と
い
う
由
が
将
軍
の
お
耳
に
入
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
と

　
丸
・
弥
藤
丸
〉
構
見
参
。
酒
肴
被
下
。
不
思
寄
烈
参
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訊
っ
て
い
る
。
そ
し
て
永
享
一
〇
年
ご
ろ
に
は
「
御
牛
飼
〈
七
八
人
〉
参
る
。
毎
月
一
目
節
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等
に
必
ず
参
り
、
毎
度
酒
を
給
う
。
」
⌒
九
）
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
思
い
寄
ら
ざ
る
烈
参
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
貞
成
自
身
ま
っ
た
く
予
想
も
し
な
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
な
る
と
、
伏
見
宮
家
と
し
て
は
、
い
つ
で
も
「
公
方
の
御
牛
飼
」

か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
　
「
公
方
の
御
牛
飼
」
と
い
い
な
が
ら
、
　
　
　
を
召
仕
で
き
る
わ
け
で
、
も
は
や
独
自
の
御
牛
飼
を
お
く
必
要
は
な
く
な
る
。
先
に
「
牛
童
召

〈
仙
洞
・
室
町
殿
〉
と
注
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
将
軍
家
と
院
の
御
牛
飼
が
含
ま
　
　
　
仕
せ
ず
］
と
あ
っ
た
の
は
こ
れ
を
示
し
て
い
る
が
、
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
稲
童
丸
・
弥
藤
丸
（
た
だ
し
弥
藤
丸
は
二
人
い
る
）
・
弥
鶴
　
　
　
み
よ
う
。

丸
・
孫
有
丸
ら
に
つ
い
て
は
、
仙
洞
御
牛
飼
と
し
て
す
で
に
見
え
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
　
　
　
　
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
の
室
町
殿
へ
の
正
月
参
賀
に
あ
た
っ
て
貞
成
は
、
公
方
御
牛
飼
ら

の
他
、
松
童
丸
・
虎
菊
丸
・
童
一
丸
ら
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
　
　
　
に
「
両
三
人
」
の
参
仕
を
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
牛
飼
ら
は
「
五
人
参
る
べ
し
」
と
申
し
、
し
か



　
　
如
形
御
恩
被
下
了
。
成
人
子
共
仙
洞
被
召
仕
之
処
、
有
不
思
議
振
舞
、
御
突
鼻
、
逐
電
了
。
　
　
　
　
　
ロ
孫
　
　
・
孫
高
　
　
孫
　
　
　
参
。
召
御
前
構
見
参
。
源
宰
相
申
次
、
御
扇
各
賜
之
。

　
　
老
父
庸
石
丸
同
不
被
召
仕
之
間
、
此
御
所
以
御
恩
、
干
今
懸
命
畢
。
代
々
奉
公
古
老
之
者
　
　
　
　
応
永
二
六
年
八
月
五
日
条

　
　
也
。
尤
不
便
々
々
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
杣
参
。
召
御
前
。
長
資
朝
臣
申
次
、
御
房
檀
紙
十
帖
賜
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
永
二
七
年
人
月
七
日

　
こ
の
日
の
記
事
は
、
他
に
は
、
晩
に
小
弓
射
を
し
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
、
右
引
記
事
が
同
、
　
　
　
　
　
飾
孫
　
　
・
・
　
　
　
ノ
　
ハ
・
　
　
云
々
、
Z
参
　
参
。
重
有
朝
臣
申
次
、
構
見

日
の
記
事
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
と
い
っ
て
よ
く
、
庸
石
の
死
去
と
い
う
こ
と
が
、
記
主
貞
成
に
、
　
　
　
　
参
。
御
扇
各
賜
之
。
則
退
出
。
孫
石
此
両
三
年
参
。
存
旧
好
欺
、
神
妙
也
。

と
つ
て
最
大
の
関
心
事
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
こ
の
文
章
の
な
か
に
貞
成
は
三
度
も

「
不
便
」
の
語
を
く
り
か
え
し
て
お
り
、
こ
の
、
も
と
牛
飼
童
に
対
し
、
貞
成
が
、
特
別
な
同
　
　
　
　
す
な
わ
ち
応
永
二
五
年
（
一
四
一
八
）
ご
ろ
か
ら
、
毎
年
八
月
に
、
牛
飼
童
の
孫
石
丸
・
孫

情
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
日
貞
成
は
、
他
の
牛
飼
童
か
ら
、
　
　
高
丸
あ
る
い
は
孫
石
丸
・
孫
有
丸
父
子
が
伏
見
宮
家
に
見
参
し
て
、
申
次
の
源
宰
相
（
綾
小
路

数
日
前
の
二
月
三
〇
日
に
席
石
丸
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
懐
旧
の
情
と
と
も
に
、
　
　
　
信
俊
）
・
田
向
長
資
・
庭
田
重
有
か
ら
扇
や
檀
紙
を
賜
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
七

そ
の
後
の
庸
石
に
関
し
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
経
歴
を
記
録
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
に
は
孫
石
丸
に
つ
い
て
「
此
両
三
年
参
る
。
旧
好
を
存
ず
る
か
、
神
妙
な
り
。
」
と
あ
る
か

　
父
栄
仁
の
死
に
殉
じ
て
出
家
後
も
、
こ
れ
ま
で
の
「
旧
労
奉
公
」
に
報
い
る
た
め
形
ば
か
り
　
　
　
ら
、
結
局
、
彼
が
伏
見
宮
家
の
牛
飼
童
と
し
て
召
仕
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ

の
御
恩
を
与
え
て
き
た
こ
と
、
席
石
の
子
供
は
成
人
し
て
仙
洞
御
所
（
後
小
松
院
）
に
召
仕
さ
　
　
　
れ
る
。
た
だ
、
貞
成
筆
の
応
永
二
一
年
称
光
院
御
即
位
記
お
よ
び
応
永
二
二
年
称
光
院
大
嘗
会

れ
て
い
た
が
（
お
そ
ら
く
牛
飼
童
と
し
て
で
あ
ろ
う
）
、
不
可
思
議
な
振
る
舞
い
が
あ
っ
た
た
　
　
・
、
御
記
に
よ
れ
ば
、
孫
石
丸
・
孫
有
丸
は
仙
洞
（
後
小
松
）
の
御
牛
飼
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

め
に
勘
当
さ
れ
て
逃
亡
し
た
こ
と
、
そ
れ
と
と
も
に
老
父
の
庸
石
丸
も
仙
洞
で
の
召
仕
を
解
か
　
　
　
る
か
ら
（
五
）
、
彼
ら
は
仙
洞
の
御
牛
飼
で
あ
り
な
が
ら
伏
見
宮
家
に
も
兼
参
奉
公
す
る
こ
こ
と
な
め

れ
た
た
め
、
こ
の
伏
見
宮
御
所
の
御
恩
を
う
け
る
こ
と
と
な
り
今
ま
で
命
を
つ
な
い
で
き
た
、
　
　
　
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
　
『
看
聞
日
記
』
応
永
二
九
年
（
一
四
二
二
）
八
月
二
八
日
条
　
（

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
席
石
丸
が
伏
見
宮
家
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
子
　
　
　
に
は
、
仙
洞
の
御
使
と
し
て
、
仙
洞
よ
り
伏
見
宮
家
へ
の
八
朔
め
お
返
し
品
々
を
持
参
し
た
御

息
が
院
を
追
放
さ
れ
て
以
後
の
こ
と
の
よ
う
に
と
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
一
方
で
「
代
々
奉
公
　
　
　
牛
飼
孫
有
丸
の
姿
が
見
え
る
。
こ
の
と
き
孫
有
丸
は
、
引
出
物
を
く
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て

古
老
の
者
」
と
も
あ
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
代
々
伏
見
宮
家
に
仕
え
て
い
た
よ
う
に
も
と
れ
る
。
　
　
　
「
以
っ
て
の
外
、
腹
立
て
申
し
」
た
と
い
う
こ
と
を
、
の
ち
に
な
っ
て
貞
成
は
聞
い
て
い
る
が
、

し
か
し
後
述
す
る
よ
う
な
中
世
の
牛
飼
童
の
存
在
形
態
か
ら
推
測
す
る
に
、
事
実
は
お
そ
ら
く
、
　
　
孫
有
丸
に
、
仙
洞
の
権
威
を
誇
示
す
る
態
度
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

院
と
伏
見
宮
家
に
兼
参
奉
公
の
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
庸
石
丸
が
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
　
「
庸
石
入
道
」
が
死
去
し
て
ま
も
な
い
応
永
三
一
年
（
一
四
二
四
）
七
月
八
日
、

応
永
二
三
年
の
出
家
後
も
ず
っ
と
伏
見
宮
家
の
御
恩
を
う
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
　
　
　
故
庸
石
入
道
の
子
が
伏
見
宮
家
を
訪
れ
庸
石
丸
の
「
御
恩
跡
」
を
つ
い
で
奉
公
致
し
た
い
と
希

場
合
、
　
「
出
家
」
と
い
う
の
は
僧
侶
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
隠
退
と
い
う
に
近
い
。
　
　
　
望
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
先
に
院
に
勘
当
さ
れ
て
逐
電
し
て
い
た
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、

「
帰
石
入
道
」
と
い
う
俗
名
の
ま
s
の
呼
称
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
窺
え
る
。
・
牛
飼
童
が
正
式
に
　
　
　
こ
の
所
望
に
対
し
て
伏
見
宮
貞
成
は
、
庸
石
丸
の
「
旧
労
」
を
不
欄
に
思
っ
て
こ
れ
ま
で
御
恩

出
家
し
て
僧
侶
と
な
る
こ
と
は
、
身
分
的
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
四
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
を
与
え
て
き
た
が
、
現
在
で
は
も
う
御
牛
飼
は
無
用
と
な
っ
た
の
で
故
席
石
丸
の
跡
を
相
続
さ

　
と
こ
ろ
で
、
応
永
二
三
年
（
一
四
一
六
）
に
席
石
丸
が
隠
退
し
、
そ
の
跡
を
継
ぐ
べ
き
子
息
　
　
　
せ
て
召
仕
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
、
万
一
、
牛
飼
童
が
必
要
の
時
に
は
伝
え
よ
う
、
と
答
え
て

が
逐
電
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
間
、
伏
見
宮
家
の
牛
飼
童
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
　
　
　
い
る
。
こ
の
こ
ろ
伏
見
宮
家
で
は
も
は
や
牛
飼
童
を
お
く
必
要
は
な
く
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ

う
か
。
　
『
看
聞
日
記
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
が
、
そ
れ
は
な
に
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
看
聞
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
応
永
三
一
年
八
月
ご
ろ
か
ら
、
伏
見
宮
貞
成
は
、

　
応
永
二
五
年
八
月
六
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
条
公
雅
や
冷
泉
永
基
を
通
し
て
仙
洞
に
対
し
て
し
き
り
に
宮
家
の
窮
乏
を
訴
え
、
御
領
目
録



　
　
　
一
伏
見
宮
家
の
牛
飼
童
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
っ
て
い
た
三
郎
丸
は
、
　
「
年
ご
ろ
め
し
つ
か
わ
れ
ま
い
ら
せ
て
候
御
心
ざ
し
あ
さ
か
ら
ず
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
っ
て
、
　
「
大
臣
殿
（
宗
盛
）
の
最
後
の
御
車
を
つ
か
ま
つ
り
候
は
ば
や
」
と
警
固
の
使
判

　
伏
見
宮
貞
成
の
日
記
『
看
聞
目
記
』
は
応
永
二
三
年
（
一
四
一
六
）
正
月
か
ら
は
じ
め
ら
れ
　
　
　
官
に
懇
願
、
こ
れ
を
許
さ
れ
る
と
、
早
速
牛
飼
童
の
装
束
を
つ
け
、
遣
り
縄
を
と
り
、
涙
に
く

て
い
る
が
、
そ
の
一
二
月
二
目
と
五
日
の
条
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。
　
　
　
　
れ
て
ゆ
く
さ
き
も
見
え
ぬ
け
れ
ど
、
泣
く
く
遣
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
『
徒
然
草
』
一
一
四
段
に
は
次
の
よ
う
な
印
象
深
い
一
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
二
日
、
晴
。
二
七
日
御
仏
事
。
恵
舜
蔵
主
被
執
行
。
即
成
院
坊
主
・
法
安
寺
坊
主
両
三
人
等

　
　
参
。
理
趣
経
．
舎
利
講
式
等
読
之
。
斎
・
点
心
如
例
。
常
徳
院
主
参
焼
香
申
。
水
無
瀬
三
　
　
　
　
　
今
出
川
の
大
殿
、
嵯
峨
へ
お
は
し
け
る
に
、
有
栖
川
の
わ
た
り
に
、
水
の
流
れ
た
る
所
に

　
　
位
入
道
参
。
　
　
　
　
ノ
　
節
　
出
　
暇
申
参
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
塞
王
丸
、
御
牛
を
追
ひ
た
り
け
れ
ば
、
あ
が
き
の
水
、
前
板
ま
で
さ
』
と
か
』
り
け
る

　
五
日
、
晴
。
　
（
中
略
）
凡
御
仏
事
料
闘
乏
之
間
、
御
恩
輩
被
配
分
。
対
御
方
・
近
衛
局
・
信
　
　
　
　
を
、
為
則
、
御
車
の
し
り
に
候
ひ
け
る
が
、
　
「
希
有
の
童
か
な
。
か
s
る
所
に
て
御
牛
を
ば

　
　
俊
卿
．
重
有
朝
臣
．
隆
富
．
永
基
・
勝
阿
等
、
涯
分
致
沙
汰
。
　
（
中
略
）
用
石
刈
令
出
　
家
　
　
　
　
追
ふ
も
の
か
」
と
言
ひ
た
り
け
れ
ば
、
大
殿
、
御
気
色
悪
し
く
な
り
て
、
　
「
お
の
れ
、
車
や

　
　
疹
　
ハ
　
　
！
、
　
身
　
不
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん
事
、
塞
王
丸
　
に
ま
さ
り
て
え
知
ら
じ
。
希
有
の
男
な
り
。
」
と
て
、
御
車
に
頭
を
打

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
当
て
ら
れ
に
け
り
。
こ
の
高
名
の
塞
王
丸
は
太
秦
殿
の
男
、
料
の
御
牛
飼
ぞ
か
し
。

　
す
な
わ
ち
二
日
に
、
去
る
一
一
月
二
〇
日
に
亡
く
な
っ
た
父
栄
仁
親
王
（
大
通
院
と
号
す
る
）
　
　
　
　
こ
の
太
秦
殿
に
侍
り
け
る
女
房
の
名
ど
も
、
一
人
は
ひ
ざ
さ
ち
、
一
人
は
こ
と
つ
ち
、
一

の
二
七
日
の
仏
事
が
、
伏
見
宮
貞
成
の
異
母
弟
大
通
院
宮
恵
舜
蔵
主
に
よ
つ
て
と
り
お
こ
な
わ
　
　
　
　
人
は
は
ふ
ば
ら
、
一
人
は
お
と
う
し
と
付
け
ら
れ
け
り
。

れ
た
が
、
こ
の
目
、
伏
見
宮
家
の
御
牛
飼
席
石
丸
が
出
家
の
暇
乞
い
に
参
上
し
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
こ
の
こ
ろ
伏
見
宮
家
は
仏
事
料
に
も
事
欠
く
状
態
で
、
栄
仁
親
王
の
仕
女
の
対
御
方
（
恵
　
　
　
　
今
出
川
の
大
殿
と
呼
ば
れ
た
西
園
寺
公
相
が
、
塞
王
丸
と
い
う
御
牛
飼
童
の
牛
の
追
い
方
に
　
⑫

舜
の
母
、
貞
成
の
継
母
）
．
近
衛
局
（
貞
成
の
継
母
）
を
は
じ
め
、
綾
小
路
信
俊
以
下
多
年
奉
　
　
　
ケ
チ
を
つ
け
た
為
相
の
頭
を
、
車
に
打
ち
当
て
て
叱
り
付
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
杉
本
秀
太

公
の
「
御
恩
の
輩
」
ら
に
、
涯
分
に
応
じ
て
そ
の
費
用
を
割
り
当
て
た
こ
と
を
五
日
の
記
事
は
　
　
、
郎
氏
の
よ
う
に
（
二
、
こ
こ
か
ら
西
園
寺
公
相
の
カ
ン
シ
ャ
ク
持
ち
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ

記
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
日
、
席
石
丸
は
予
定
ど
お
り
出
家
を
と
げ
て
宮
家
に
参
上
し
て
い
る
。
　
　
う
が
、
や
は
り
牛
飼
童
と
そ
の
主
と
の
親
近
な
関
係
が
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定

そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
貞
成
は
、
　
「
そ
の
躰
比
興
、
老
躰
か
た
が
た
不
便
な
り
」
と
記
し
て
同
　
　
　
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
　
『
駿
牛
絵
詞
』
や
『
国
牛
十
図
』
三
）
に
よ
れ
ば
、
西
園
寺
家
は
「
牛
馬
の

情
の
念
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
庸
石
丸
は
栄
仁
親
王
に
仕
え
た
御
牛
飼
童
と
し
て
、
い
わ
　
　
　
御
沙
汰
」
に
す
ぐ
れ
、
代
々
、
御
牛
や
牛
飼
童
を
院
に
召
進
し
て
お
り
、
塞
王
丸
も
、
西
園
寺

ば
そ
の
主
に
殉
じ
た
の
で
あ
る
。
牛
飼
童
と
そ
の
主
と
の
関
係
が
、
こ
の
よ
う
に
緊
密
な
も
の
　
　
　
公
経
ー
実
氏
－
公
相
の
三
代
に
つ
か
え
る
と
と
も
に
、
後
嵯
峨
院
の
御
料
に
あ
て
ら
れ
て
い
た

で
あ
り
得
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
事
例
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
三
）
。
な
お
『
栄
花
物
語
』
　
（
巻
五
）
は
、
配
所
に
向
か
う
中
納
言

　
三
条
公
忠
（
後
小
松
天
皇
の
外
祖
父
）
は
、
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
六
月
晦
日
に
同
家
の
　
　
　
隆
家
が
、
丹
波
の
国
境
で
、
年
ご
ろ
召
し
使
っ
て
き
た
牛
飼
童
に
、
　
「
こ
の
牛
は
わ
が
形
見
に

三
代
相
伝
の
牛
飼
土
与
鶴
丸
が
死
去
し
た
際
、
そ
の
日
記
（
『
後
愚
昧
記
』
）
に
「
今
朝
死
去
　
　
　
見
よ
」
と
い
っ
て
賜
う
と
、
　
「
童
、
伏
し
ま
ろ
び
て
泣
く
」
、
と
記
し
て
い
る
。

了
、
此
四
五
日
荒
痢
所
労
云
々
、
　
〈
年
五
四
云
々
V
、
臨
終
正
念
合
掌
云
．
々
、
重
代
之
者
也
、
　
　
　
　
で
は
、
栄
仁
親
王
の
死
を
機
に
出
家
し
た
牛
飼
童
席
石
丸
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
で
あ

不
便
々
々
」
と
記
し
て
い
る
。
時
代
は
さ
か
の
ぼ
る
が
、
　
『
平
家
物
語
』
　
（
巻
一
．
一
）
に
よ
れ
　
　
　
ろ
う
か
。
　
『
看
聞
日
記
』
応
永
三
一
（
一
四
二
四
）
三
月
四
日
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み

ば
、
平
宗
盛
の
御
牛
飼
童
に
三
郎
丸
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
平
家
一
族
と
と
も
に
西
国
へ
都
落
　
　
　
え
る
。

ち
し
た
。
の
ち
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
、
壇
ノ
浦
の
戦
で
生
け
捕
り
と
な
っ
た
平
氏
一
門
の

公
卿
ら
が
都
大
路
を
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
際
、
そ
の
間
に
す
で
に
童
形
を
捨
て
て
「
仮
男
」
　
　
　
四
日
、
晴
。
庸
石
入
道
去
肘
日
死
去
。
飼
口
参
此
由
申
。
不
便
也
。
旧
労
奉
公
不
便
之
間
、



中
世
牛
飼
童
の
存
在
形
態
　
　
　
　
丹
生
谷
　
哲
一

　
　
　
　
　
ー
『
看
聞
日
記
』
を
中
心
に
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

一
伏
見
宮
家
の
牛
飼
童

二
牛
飼
童
の
生
計
に
つ
い
て

三
牛
飼
童
と
闘
鶏
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